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戸
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は
じ
め
に

伊
勢
神
宮
は
平
安
時
代
の
中
・
後
期
、
律
令
制
下
の
「
国
家
機
関
」
か
ら
中
世
的
な
権
門
勢
家
へ
と
転
生
を
遂
げ
た
。
そ
の
過
程
で
旧
来
の
神

三
郡
に
加
え
て
、
伊
勢
国
内
の
員
弁
(
天
慶
三
年
、
九
四

O
)
、
三
重
(
応
和
二
年
、
九
六
二
)
、
安
濃
(
天
禄
四
年
、
九
七
三
)
、
朝
明
(
寛
仁

一
二
世
紀
末
に
神
郡
は
八
郡
を
数
え
る
に
い
た
る
。

克
年
、

一
O
一
七
)
、
飯
高
(
文
治
元
年
、

一
一
八
五
)
の
五
郡
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
寄
進
さ
れ
、

こ
れ
ほ
ど
多
数
の
神
郡
を
寄
進
さ
れ
た
神
社
は
ほ
か
に
な
く
、
こ
れ
ら
の
神
郡
は
、

一
O
世
紀
以
降
諸
国
に
立
て
ら
れ
た
神
領
の
御
厨
・
御
園
と

と
も
に
、
神
宮
の
強
力
な
経
済
的
基
盤
と
な
り
、
そ
の
権
門
化
を
支
え
る
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
。

神
郡
の
行
政
権
は
当
初
、
神
宮
の
政
務
と
財
政
を
担
当
す
る
宮
司
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
が
、
一

O
世
紀
以
降
、
祭
主
が
次
第
に
権
限
を
強
化
し
、

一
一
世
紀
末
に
は
宮
司
を
従
え
て
神
郡
支
配
の
実
権
を
掌
握
す
る
よ
う
に
な
る
。
祭
主
の
支
配
が
伸
張
す
る
こ
の
時
期
に
は
ま
た
、
諸
郡
の
納
所

な
ど
祭
主
の
地
位
に
付
属
す
る
渡
領
や
神
宮
領
の
御
厨
・
御
園
が
形
成
さ
れ
る
と
と
も
に
、
神
宮
の
祭
杷
と
組
織
に
対
応
す
る
形
を
と
っ
て
神
郡



の
再
編
成
も
行
わ
れ
た
。
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
そ
の
内
訳
は
①
神
田
の
拡
大
、
②
常
供
田
の
設
置
、
③
寄
戸
制
の
創
設
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

本
稿
で
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
の
は
、
こ
の
う
ち
の
寄
戸
制
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
諸
問
題
で
あ
る
。
寄
戸
と
は
神
官
・
職
掌
人
ら
に
給
付
と
し
て

与
え
ら
れ
た
戸
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
主
に
鈴
木
国
弘
氏
や
棚
橋
光
男
氏
に
よ
っ
て
、
領
主
支
配
や
禰
宜
ら
に
よ
る
神
郡
の
再
編
成
の
視

(
4
)
 

角
か
ら
論
じ
ら
れ
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
点
も
多
い
。
し
か
し
そ
の
全
体
像
の
解
明
に
は
い
ま
だ
程
遠
い
状
態
で
あ
り
、
ま
た
関
連
す
る
用
語
の

な
か
に
は
意
味
の
確
定
し
て
い
な
い
も
の
も
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
は
ま
ず
第
一
に
、
史
料
的
な
制
約
が
厳
し
い
こ
と
で
あ
る
。
寄
戸

に
関
し
て
は
断
片
的
な
史
料
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
始
ま
り
ゃ
変
質
し
た
時
期
を
推
定
す
る
こ
と
す
ら
容
易
で
は
な
い

O

日
第
二
に
、
寄
戸
を

論
じ
る
に
あ
た
り
、
神
三
郡
の
戸
の
性
格
が
十
分
に
踏
ま
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
寄
戸
が
神
三
郡
の
戸
を
給
付
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

戸
の
理
解
は
不
可
欠
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
限
ら
れ
た
関
連
史
料
を
改
め
て
読
み
直
し
、
神
三
郡
の
戸
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
寄
戸
の
特
質
と
そ
の
変
化

を
究
明
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
寄
戸
は
神
郡
、
と
く
に
神
三
郡
の
再
編
成
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
解
明
が
神
郡
の
中
世
的
編
成
の
過

程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

戸
と
戸
田

神
三
郡
の
特
徴
は
、
治
田
と
区
別
さ
れ
る
公
回
が
戸
田
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
神
郡
の
戸
田
は
史
料
の
う
え
で
は
、
「
戸
田
百
八
十

4十ミ
ン〆

在
二
宇
治
田
坪
内
字
鎌
田
一
也
」
(
『
平
安
遺
文
』
四
九
七
四
号
)

隣
戸
授
給
田
」
の
よ
う
に
記
さ
れ
る

の
よ
う
に
、
直
接
的
に
表
示
さ
れ
る
ほ
か
、
た
と
え
ば
「
継
橋
郷
神
主
広

(
「
平
安
遺
文
』
三
三
九
一
号
)

0

こ
う
し
た
表
記
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
戸
田
は
口
分
田
の
系
譜
を
引
く



団
地
で
あ
り
、
班
回
収
授
制
が
形
骸
化
し
た
後
も
、
形
式
上
は
戸
に
「
授
給
」
さ
れ
た
団
地
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
戸
田
と
い
う
呼
称
も
そ
こ
か

ら
き
て
い
る
。

神
郡
で
は
戸
田
は
コ
戸
国
籍
」
に
登
録
さ
れ
、
把
握
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
帳
簿
は
、
口
分
田
を
田
主
ご
と
に
書
き
あ
げ
た
口
分
田
の
国
籍
に
由

来
し
、
戸
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
戸
田
に
変
化
の
あ
っ
た
場
合
、
戸
国
籍
の
書
き
換
え
が
な
さ
れ
た
が
、
「
如
一
一
延
雅
神
主
一

者
、
不
レ
入
三
戸
国
籍
一
回
畠
一
町
余
、
飯
野
郡
前
可
則
義
同
心
謀
計
注
入
、
称
一
云
田
一
妨
領
」
(
『
平
安
遺
文
』

一
一
一
二
七
号
)
と
あ
る
よ
う
に
、

一
一
世
紀
後
半
で
も
新
た
な
注
記
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

戸
田
の
所
属
先
が
戸
で
あ
る
。
戸
は
「
箕
曲
郷
尾
野
得
治
戸
」
、
あ
る
い
は
「
継
橋
郷
神
主
真
忠
戸
」
の
ご
と
く
、
戸
主
の
人
名
を
付
し
て
呼

ば
れ
、
所
属
す
る
郷
が
決
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
郷
は
通
常
、
律
令
制
以
来
の
「
和
名
抄
郷
」
で
あ
る
。
戸
は
直
接
的
に
は
九
世
紀
末
(
)
一

O
世

紀
初
め
の
郷
戸
の
系
譜
を
引
く
と
考
え
ら
れ
る
が
、

さ
れ
な
く
な
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
戸
は
戸
口
の
人
身
を
個
別
的
に
掌
握
す
る
機
能
を
失
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
戸
主
の
名
に
は
古
代
的
な
人

一
般
に
一

O
世
紀
半
ば
以
降
、
戸
籍
は
定
姓
の
機
能
を
失
い
、
実
効
性
の
あ
る
も
の
が
作
成

名
も
み
ら
れ
、
ま
た
名
前
が
固
定
し
て
い
る
戸
も
あ
る
の
で
、
特
定
の
時
点
に
お
け
る
戸
の
名
称
が
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し

か
し
、

度
会
郡
箕
曲
郷
尾
野
得
治
戸
、
元
名
、
山
口
安
貞
、

と
あ
る
よ
う
に
、
戸
主
な
ど
が
代
わ
る
と
、
通
常
、
そ
の
呼
称
は
変
更
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
中
世
的
な
人
名
を
冠
し
た
一
戸
も
み
ら
れ
る
の
は
、

そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

戸
が
所
属
す
る
郷
は
、
判
明
す
る
限
り
で
は
度
会
・
多
気
・
飯
野
の
、

い
わ
ゆ
る
神
三
郡
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
て
い
る
。
逆
に
こ
れ
ら
の
郡
で
は
、

一
般
の
国
街
領
で
導
入
さ
れ
た
「
名
」
編
成
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
神
三
郡
で
は
、
人
身
を
個
別
的
に
把
握
し
、
謀
役
を
賦
課

す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
戸
が
、
班
田
収
授
制
が
実
施
さ
れ
な
く
な
り
、
戸
口
を
個
別
的
に
掌
握
す
る
機
能
を
失
っ
た
後
も
、
戸
ご
と

一
O
世
紀
以
降
、



四

に
口
分
田
が
班
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、

日
分
田
(
戸
田
)

の
所
属
先
を
示
し
1

そ
れ
を
把
握
す
る
単
位
と
し
て
維
持
さ
れ
た
と
み
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
名
」
編
成
が
な
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
戸
は
そ
れ
ま
で
と
同
じ
く
、
収
税
の
単
位
で
も
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
な
お
、
戸
に
「
授
給
」
さ
れ
た
戸
田
に
対
し
て
、
戸
主
が
単
な
る
田
主
権
に
と
ど
ま
ら
な
い
所
有
権
を
も
つ
に
至
っ
た
か
ど
う
か
は
、

O
世
紀
段
階
で
は
未
詳
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

さ
て
、
戸
や
戸
田
が
所
有
の
対
象
と
し
て
確
認
さ
れ
る
の
は
、

一
一
世
紀
以
降
で
あ
る
。
論
述
の
関
係
上
、
戸
か
ら
み
て
行
こ
う
。

謹
辞
、

定
、
水
財
治
渡
封
戸
立
券
文
事

合
壱
畑

在
多
気
郡
麻
績
郷
敢
石
部
常
吉
戸
者
、

直
捌
丈
絹
或
拾
伍
疋
請
、

右
件
戸
、
元
者
流
人
荒
木
田
清
高
所
領
也
、
而
宮
司
在
任
之
時
、
依

宣
旨
一
、
没
官
拾
領
己
畢
、
其
後
無
一
一
他
妨
一
、
愛
有
一
一
直
物
要
用
一
、

定
O
直
、
永
所
レ
治
1
渡
於

豊
受
太
神
宮
権
禰
宜
度
会
神
主
季
晴
一
也
、
若
件
戸
、
後
日
有
一
一
牢
寵
一
者
、
以
一
他
財
物
¥
可
一
入
替
一
之
状

如
件
、
の
為
後
日
一
以
新
券
文
¥
以
辞
、

天
永
臨
時
年
二
月
廿
五
日

散
位
大
中
臣
朝
臣
在
判

の
所
領
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
康
和
五
年
(
一
一

O
三
)
八
月
、

離
宮
院
放
火
の
罪
に
と
わ
れ
た
兄
の
禰
宜
延
(
宣
)
綱
に
縁
坐
し
て
、
清
高
が
流
罪
に
処
せ
ら
れ
る
と
、
こ
の
戸
も
没
官
さ
れ
、
在
任
中
の
宮
司

こ
の
麻
績
郷
敢
石
部
常
吉
戸
は
も
と
も
と
、
内
宮
権
禰
宜
荒
木
田
清
高
(
隆
)

に
与
え
ら
れ
た
。
宮
司
は
大
司
、
権
大
司
、
少
司
の
三
員
か
ら
な
る
が
、
こ
の
時
期
に
は
単
に
宮
司
と
い
え
ば
、
大
司
を
指
す
こ
と
が
多
い
の
で
、

こ
の
場
合
、
こ
の
戸
を
与
え
ら
れ
た
の
は
大
司
の
大
中
臣
宣
孝
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
天
永
四
年
(
一
一
二
三
に
そ
の
宣
孝
か
ら
外
宮
権
禰
宜



度
会
季
晴
に
売
却
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
う
一
例
あ
げ
る
と
、
度
会
郡
箕
曲
郷
尾
野
得
治
戸
も
相
伝
さ
れ
て
お
り
、
久
安
六
年
(
一
一
五

O
)
五

月
に
そ
の
半
畑
が
大
中
臣
某
か
ら
宮
司
の
大
中
臣
公
宗
に
治
却
さ
れ
て
い
る

(
『
平
安
遺
文
』
二
七

O
三
号
)
。

こ
う
し
た
所
有
の
対
象
と
な
っ
た
戸
は
、
領
戸
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
実
例
を
あ
げ
よ
う
。

故
佐
渡
前
守
四
女
子
領
戸
種
町
戸
預
逆
丸
自
由
訴
、

石
丸
戸
と
申
戸
、
元
並
か
戸
と
申
ハ
、
祭
主
領
戸
也
、
(
中
略
)
間
丸
戸
と
申
ハ
祭
主
甥
神
祇
権
少
副
領
戸
也
、
(
『
平
安
遺
文
』
二
二
七
四
号
)

れ
る
が
、
天
喜
五
年
(
一

O
五
七
)

い
ず
れ
も
、
領
戸
と
い
う
用
語
の
前
に
記
さ
れ
て
い
る
人
物
が
そ
の
戸
の
所
有
者
で
あ
る
。
こ
の
用
語
自
体
は
所
領
の
戸
を
略
し
た
も
の
と
み
ら

四
月
の
大
宮
可
大
中
臣
義
任
奏
状
に
、

又
領
戸
三
畑
、
或
暗
掠
領
、
或
無
レ
由
裁
込
処
他
人
ミ
一
之
旨
不
レ
安
者
、

と
あ
る
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
戸
の
所
有
、
す
な
わ
ち
戸
の
所
領
化
は
少
な
く
と
も
一
一
世
紀
中
葉
ま
で
遡
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

戸
の
所
有
者
で
あ
る
領
主
は
通
常
、
給
主
と
い
わ
れ
る
が
、
な
か
に
は
戸
主
自
身
が
戸
の
所
有
者
と
な
る
場
合
も
み
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
長

承
二
年
(
一
二
三
ニ
)
五
月
日
大
国
荘
田
堵
住
人
等
解
(
『
平
安
遺
文
』
二
二
七
二
号
)

は
「
彼
戸
主
等
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。

で
は
、
事
書
に
あ
る
「
神
郡
封
戸
給
主
等
」
が
本
文
で

為
神
郡
封
戸
給
主
等
一
、
自
一
一
去
承
和
・
延
喜
一
以
来
、
相
互
無
一
一
相
論
一
経
一
一
三
百
歳
一
、
各
領
承
後
、
今
俄
経
ユ
訴
祭
主
一
、
請
コ
下
検
非
違

使
俊
長
等
一
、
令
レ
違
ゴ
乱
往
古
旧
領
七
ヶ
坪
ミ
一
、
恐
当
荘
領
能
回
畠
二
町
余
歩
、
以
一
一
去
四
月
十
一
日
一
破
取
、
(
事
書
)

而
今
彼
戸
主
等
背
コ
棄
旧
領
図
合
坪
坪
一
、
巧
一
一
横
惑
一
、
為
レ
押
ゴ
取
当
荘
領
能
回
一
、
不
レ
知
一
夜
日
之
訴
一
、
令
レ
致
ゴ
破
往
古
旧
代
坪
並
一
、

寄
事
於
神
封
戸
田
一
、
背
一
一
官
省
符
之
旨
一
、
怒
所
設
取
一
也
、
(
本
文
)

こ
う
し
た
言
い
換
え
が
な
さ
れ
た
の
は
、
給
主
と
戸
主
が
通
用
す
る
地
位
で
あ
り
、
戸
主
が
戸
の
所
有
者
に
な
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
複
数
の
戸
を
所
有
す
る
給
主
の
場
合
、
支
配
に
あ
た
る
戸
預
を
置
く
こ
と
も
な
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
大
国
荘
関
係
の
事
例

五
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ノ1

を
あ
げ
て
お
こ
う
。

以
二
去
年
四
月
十
一
日
一
、
俄
為
一
一
戸
ミ
給
主
等
一
、
背
一
一
三
百
余
ヶ
年
庄
領
掌
之
理
一
、
経
ゴ
訴
口
祭
主
一
、
庄
領
田
畠
二
町
二
反
余
歩
之
中
、

田
一
町
三
反
六
十
歩
之
内
、
於
一
二
町
三
百
歩
一
者
、
戸
方
破
取
、
或
為
二
戸
、
王
一
押
作
己
了
、
或
為
一
一
戸
預
一
、
所
当
官
物
令
一
致
納
一
又
了
、

(
『
平
安
遺
文
』
二
二
七
三
号
)

こ
こ
で
は
官
物
の
徴
納
に
あ
た
っ
て
い
る
が
、
そ
の
「
預
」
と
い
う
呼
称
か
ら
し
て
、
戸
預
は
給
主
の
意
を
う
け
、
戸
に
対
す
る
支
配
全
般
を
担

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
戸
田
に
移
ろ
う
。
戸
田
の
私
領
化
を
は
っ
き
り
示
す
の
は
、
売
券
や
処
分
状
に
戸
田
が
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
が
、
現

存
す
る
こ
れ
ら
の
文
書
に
戸
田
が
現
れ
る
の
は
一
二
世
紀
前
半
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
郡
内
の
所
領
に
関
わ
る
売
券
や
処
分
状
は
少
な
く
、

こ
の
時
期
か
ら
戸
田
の
私
領
化
が
始
ま
っ
た
と
み
る
こ
と
は
と
う
て
い
で
き
な
い
。
ま
ず
第
一
に
、
戸
自
体
が
一
一
世
紀
に
は
所
有
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
以
上
、
戸
を
構
成
す
る
部
分
に
す
ぎ
な
い
戸
田
の
み
が
そ
の
対
象
と
な
ら
な
い
事
態
は
想
定
し
に
く
い
。
第
三
に
、

は
一
一
世
紀
前
半
か
ら
、
作
手
(
永
作
手
)

一
般
の
国
街
領
で

の
売
買
と
い
う
形
を
と
っ
て
公
団
の
売
買
が
行
わ
れ
て
お
り
、
公
回
の
私
領
化
が
進
ん
で
い
る
。

戸
田
は
神
三
郡
の
公
田
で
あ
り
、
同
じ
現
象
が
お
こ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
戸
田
の
私
領
化
も
、
遅
く

と
も
戸
が
所
有
の
対
象
と
な
っ
て
く
る
一
一
世
紀
半
ば
に
は
進
ん
で
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

戸
の
様
相

戸
田
の
規
模
や
収
取
関
係
な
ど
、
戸
の
様
相
を
直
接
示
す
史
料
は
少
な
い
が
、
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
唯
一
、
多
気
郡
麻
績
郷
敢
石
部
常
吉
戸
関



係
の
文
書
の
み
い
く
ら
か
ま
と
ま
っ
て
残
っ
て
お
り
、
所
領
化
し
た
後
と
は
い
え
、
戸
の
様
相
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
も
と
も
と
内
宮
権
禰
宜
荒
木
田
清
高
の
所
領
で
あ
っ
た
常
吉
戸
は
、
康
和
五
年
(
二

O
三
)
に
没
(
目
さ
れ
て
宮
司
の
大
中
臣
宣
孝
に
与

え
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
天
永
四
年
(
一
一
二
三
に
い
た
り
、
外
宮
権
禰
宜
度
会
季
晴
に
売
却
さ
れ
、
そ
の
後
の
伝
領
関
係
の
詳
細
は
判
明
し

な
い
も
の
の
、
鎌
倉
後
期
に
は
法
常
住
院
領
と
な
っ
て
い
る
。
案
文
を
含
む
と
は
い
え
、

一
二
世
紀
前
半
の
戸
の
売
券
な
ど
が
法
常
住
院
に
伝

え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
法
常
住
院
の
有
し
た
権
限
は
戸
の
領
主
の
そ
れ
を
継
承
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
戸
に
関
し
て
は
、
戸
田
を
書
き
あ
げ
た
年
月
日
未
詳
の
文
書
が
二
点
残
っ
て
い
る
が
、
直
接
年
紀
が
推
定
で
き
る
の
は
授
田
注
文
写

で
あ
る
。
そ
の
書
き
出
し
に
「
戸
主
麻
績
吉
永
戸
、
今
住
敢
石
部
恒
吉
戸
」
と
あ
り
、
こ
の
文
書
は
「
敢
石
部

(
「
鎌
倉
遺
文
』
一
一
二
八
三
三
号
)

恒
吉
戸
」
と
戸
名
を
変
更
し
て
か
ら
間
も
な
く
の
頃
の
も
の
と
み
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
常
吉
戸
の
名
称
は
一
二
世
紀
初
め
か
ら
確
認
さ
れ
る
の

常吉戸田の所在地と回数

4条 1速田里 30坪

3 4坪

2田村里 1坪

5坪

1 7坪

5条 2麻続里 2坪

6条 2賛田里 27坪

3 4坪

3 6坪

3治辺里 6坪

1 7坪

1 2条 6直下里 1坪

3坪

9堺里 1 6坪

口野3条田人所 5坪1.130

比郡 4.124 I 一一

合計 40.300 I 40.200 

*合計の回数は文書に記されているものである。

回数注文

3. 

2. 

2. 

1. 

10. 

3.130 

2.180 

2. 

2. 

2. 

3. 

授田注文写

(反歩)

3. 

(2.カ)

2. 

10. 

(1.カ)

3.130 

2.180 

2. 

2. 

2. 

3. 

市
下

4EJ 
在所

表 1

で
、
作
成
時
期
も
そ
の
頃
よ
り
大
幅
に
下
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

二
世
紀
前
半
の
戸
田
を
表
し
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
表
1
に
所

在
す
る
条
里
の
坪
と
田
積
を
示
し
た
。
な
お
、
表
に
は
も
う
一
つ
の

回
数
注
文
(
『
鎌
倉
遺
文
』
二
二
八
三
四
号
)

る。

の
記
載
も
併
記
し
て
あ

授
田
注
文
写
に
よ
れ
ば
、
戸
田
の
総
計
は
四
町
三

O
O
歩
で
あ
る
。

他
方
の
回
数
注
文
で
も
四
町
二

O
O
歩
と
み
え
、

四
町
余
が
二
一
世

紀
前
半
に
お
け
る
戸
田
の
総
数
と
な
る
。
こ
こ
で
ほ
か
の
戸
を
み
る

と
、
た
と
え
ば
箕
曲
郷
尾
野
得
治
戸
は
、
そ
の
半
姻
が
一
町
三
段
三

三
O
歩
の
戸
田
を
有
す
る
の
で
、
そ
の
二
倍
の
二
町
七
段
余
が
目
安

七
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と
な
ろ
う
。
ま
た
あ
る
戸
の
場
合
、

戸
田
壱
段
一
…
雨
明
f
条
粟
丸
里
十
坪
内
一
、
相
コ
副
任
貯
一
一
分
一
一
、

(
但
)

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
戸
田
一
段
が
戸
に
宛
て
ら
れ
て
い
た
任
職
に
と
も
な
う
請
労
(
後
述
)

の
三
十
二
分
の
一
を
負
担
す
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
こ
の
配
分
法
は
戸
田
の
面
積
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
す
る
と
、
戸
田
の
全
体
は
三
町
二
段
で
あ
る
。
以
上
の
事
例
を
ま
と
め

ヲ
心
シ
」
、

一
つ
の
戸
に
属
す
る
戸
田
の
規
模
は
四
町
余
(
常
吉
戸
)
、
二
町
七
段
余
(
得
治
戸
)
、
三
町
二
段
(
某
戸
)
と
な
る
。
事
例
が
少
な
い
の

で
一
般
化
す
る
の
は
悼
ら
れ
る
が
、
こ
こ
か
ら
少
な
く
と
も
二
町
か
ら
四
町
ほ
ど
の
規
模
の
戸
が
多
か
っ
た
こ
と
は
い
え
そ
う
で
あ
る
。

再
び
常
吉
戸
に
戻
り
、
戸
田
の
所
在
地
に
目
を
向
け
る
と
、
そ
れ
ら
は
大
き
く
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

る
。
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
里
の
二
坪
は
坪
全
体
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
常
吉
戸
田
と
な
っ
て
い
る
。

一
つ
は
、
多
気
郡
五
条
二
麻
績
里
で
あ

一
町
と
い
う
ま
と
ま
っ
た
形
で

戸
田
が
所
在
す
る
こ
の
付
近
が
、
麻
績
郷
に
属
す
る
こ
の
戸
の
中
心
を
な
す
地
区
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
も
と
も
と
戸
主
(
給
主
)

の
屋
敷
が

あ
っ
た
可
能
性
も
高
い
。
二
つ
目
は
、

五
条
二
麻
績
里
に
近
接
す
る
南
北
の
里
で
あ
る
。
北
は
四
条
一
速
回
里
と
二
田
村
里
、
南
は
六
条
二
賛
田

里
と
三
治
辺
里
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
里
に
は
一
段
か
ら
三
段
の
大
き
さ
の
戸
田
が
散
在
し
て
い
る
。
面
積
は
併
せ
て
一
町
八
段
コ
二

O
歩
に
達
す

る
。
そ
し
て
三
つ
目
は
、
麻
績
里
か
ら
い
く
ら
か
離
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
二
条
六
直
下
里
・
同
九
堺
里
や
郡
外
で
あ
り
、
近
接
す
る
里
と
同

じ
く
、
小
規
模
な
戸
田
が
各
坪
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
戸
田
の
分
布
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
戸
の
属
す
る
郷
内
に
戸
田
が
ま
と
ま
っ
て

所
在
す
る
地
区
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
は
ま
た
、
戸
主

(
給
主
)

の
屋
敷
が
置
か
れ
た
戸
の
中
心
地
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
こ
で
戸
の
所
領
構
造
と
収
取
の
問
題
に
移
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
に
あ
げ
る
二
つ
の
文
書
が
手
懸
か
り
を
与
え
て

く
れ
る
。

一
つ
は
、
年
月
日
未
詳
の
常
吉
戸
等
所
済
注
文
(
『
鎌
倉
遺
文
』

四
二
一
号
、
以
下
「
所
済
注
文
」
と
略
記
す
る
)

で
あ
る
。
こ
の
文

童
日
は
、
常
吉
戸
一
姻
の
田
畠
と
成
生
戸
田
六
段
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
負
担
す
る
「
所
当
」
を
書
き
あ
げ
て
い
る
が
、
文
治
五
年
(
一
一
八
九
)
の

「
所
当
米
」

の
所
済
と
未
進
を
記
し
て
い
る
の
で
、
翌
文
治
六
年
頃
の
も
の
と
み
ら
れ
る
。
今
一
つ
は
、
同
じ
く
年
月
日
未
詳
の
常
吉
・
成
生
戸



田
畠
注
文
写
会
鎌
倉
遺
文
』
二
二
八
三
五
号
、
以
下
「
田
畠
注
文
」
と
略
記
す
る
)

で
あ
る
が
、
田
畠
に
付
さ
れ
た
作
人
の
人
名
の
な
か
に
は

「
所
済
注
文
」
と
一
致
す
る
人
物
も
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
頃
の
文
書
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。

一一寸

麻 所
績済
常注
吉文
一一一・ し一一

戸

煩母は
内
田田

反丁
百八
:1ft段
多廿
飯歩
野
、畠

見地
作四
半段

丈

と
あ
り
、
こ
の
頃
の
常
吉
戸
の
団
地
は
二
町
九
段
一
五

O
歩
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
一
反
二
ニ

O
歩
が
飯
野
郡
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
注
文
で

は
理
由
は
不
明
な
が
ら
、
賦
課
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。
畠
地
は
四
段
二
丈
(
一
四
四
歩
)
。
常
吉
戸
に
属
す
る
畠
で
あ
る
。
も
う
一
つ

の
成
生
戸
の
団
地
六
段
は
、
こ
の
段
階
で
は
常
吉
戸
の
田
畠
と
一
括
さ
れ
、

一
つ
の
所
領
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

一
二
世
紀
前
半
に
常
吉
戸
の

戸
田
が
四
町
余
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
後
一
町
余
の
田
地
が
失
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
成
生
戸
田
六
段

が
新
た
に
付
加
さ
れ
、
常
吉
戸
の
田
畠
と
と
も
に
一
つ
の
所
領
と
な
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
こ
の
段
階
で
は
「
給
田
」
が
設
け
ら
れ
る
な

ど
、
所
領
と
し
て
の
体
裁
が
整
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
あ
り
方
は
常
吉
戸
本
来
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

「
所
済
注
文
」
か
ら
は
、
神
三
郡
の
収
取
体
系
の
一
端
も
判
明
す
る
。
当
該
箇
所
を
あ
げ
よ
う
。

巳
上
見
作
田
三
丁
四
反
廿
歩
内
一
一
日
間
ι削
八
段
廿
歩

官
物
九
石
六
斗

所
当
十
二
石
三
斗
二
升
之
中

租
米
二
石
七
斗
二
升

注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
戸
田
に
賦
課
さ
れ
る
「
所
当
」
が
「
官
物
」
と
「
租
米
」
と
か
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
官
物
」
に
は
三

(
幻
)

い
わ
ゆ
る
「
複
数
斗
代
制
」
が
と
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
令
制
の
租
を
継
承
す
る
「
租
米
」
は
段

斗
代
と
二
斗
代
の
二
つ
の
斗
代
が
み
ら
れ
、

別
人
升
と
な
り
、
本
来
の
段
別
七
升
五
合
よ
り
五
合
増
え
て
い
る
。

一
般
の
国
街
領
で
は
一
一
世
紀
中
葉
に
行
わ
れ
た
官
物
体
系
の
改
変
(
公
田

官
物
率
法
の
成
立
)
に
よ
っ
て
、
租
は
官
物
の
な
か
に
解
消
さ
れ
る
。
し
か
し
「
租
米
」
が
賦
課
さ
れ
て
い
る
以
上
、
こ
の
所
領
が
所
在
す
る
神

三
郡
で
は
、
租
は
一
二
世
紀
末
で
も
税
目
と
し
て
の
独
自
性
を
失
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
先
述
し
た
「
名
」
制
度
の
不
採
用
と

九
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と
も
に
、
神
三
郡
の
収
取
制
度
の
大
き
な
特
徴
と
な
ろ
う
。

こ
こ
で
の
「
官
物
」
は
、
租
が
税
目
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
外
の
調
な
ど
が
変
化
し
つ
つ
一
括
さ
れ
て
で
き
た
税
目
と
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
租
を
包
摂
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
神
三
郡
で
も
官
物
体
系
の
改
変
が
行
わ
れ
、
「
官
物
」
が
一
個
の
税
目
と
し
て

成
立
し
た
こ
と
は
想
定
し
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
そ
れ
は
租
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
点
で
、
や
や
徹
底
性
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
こ
と
は
否

め
な
い
。
こ
の
「
官
物
」
と
「
租
米
」
を
併
せ
た
も
の
、
こ
こ
で
い
う
「
所
当
」
が
一
般
の
国
街
領
に
お
け
る
所
当
官
物
(
年
貢
)
に
相
当
す
る
。

(
お
)

神
三
郡
で
は
こ
の
ほ
か
、
雑
公
事
も
賦
課
さ
れ
て
い
た
が
、
史
料
が
断
片
的
で
、
詳
細
は
未
詳
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

「
所
当
」

の
賦
課
と
い
う
面
か
ら
み
る
と
、
こ
の
所
領
の
団
地
は

(
A
)
正
作
と
給
田
、

(
B
)
「
召
絹
田
」
、

(C)
「
所
当
田
」

の
三
つ
に
分
け
ら

れ
る
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
訳
は
表
2
に
示
し
た
。

(
A
)
の
う
ち
、
正
作
は
こ
の
所
領
の
領
主
の
直
属
地
で
あ
り
、
領
主
の
佃
に
あ
た
る
。
三
斗
代
の
田
地
が
あ
て
ら
れ
、
前
々
は
五
段
で
あ
っ
た

も
の
が
、
こ
の
時
点
で
は
四
段
に
減
ら
さ
れ
て
い
る
。
「
田
畠
注
文
」

常吉・成生戸田畠の内訳表 2

積
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回畠の区分

A 

B 

で
は
、
「
御
正
作
/
三
段
半
末
元
之
中
一
段
半
給
回
、
三
段
半
久
末
之
中
一

反
半
給
田
」
と
あ
る
が
、
総
計
の
七
段
か
ら
給
田
三
段
を
除
く
と
、
ち
ょ
う
ど
四
段
に

な
り
、
面
積
は
合
う
。
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
末
元
と
久
末
は
、
そ
れ
ぞ
れ
正
作
の
耕

作
責
任
者
で
あ
る
。
各
一
段
半
の
給
田
は
彼
ら
に
給
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ

く
(
A
)
に
区
分
さ
れ
る
六
段
の
「
侍
給
回
」
(
三
斗
代
)

は
、
単
に
侍
と
あ
る
の
で
、
領

主
の
侍
に
与
え
ら
れ
る
団
地
で
あ
ろ
う
。
「
田
畠
注
文
」

で
は
、
遠
高
に
二
段
、
康
信
・

-
長
盛
に
各
一
段
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に

作
人
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

(
A
)
に
属
す
る
正
作
と
給
田
は
、
「
所
当
」
が

康
経
(
故
人
)

免
除
さ
れ
る
給
田
を
含
み
、

一
般
の
所
領
に
お
け
る
給
免
田
や
佃
に
相
当
す
る
も
の
で



あ
る
。(

B
)
の
「
召
絹
田
」
は
、
「
田
畠
注
文
」
の
「
進
レ
絹
と
申
輩
回
」
に
あ
た
り
、
「
官
物
」
が
絹
で
納
め
ら
れ
る
田
で
あ
る
。
面
積
は
「
所
済

注
文
」
で
は
併
せ
て
一
町
四
段
一
四
O
歩
、
ま
た
「
田
畠
注
文
」
で
は
一
町
三
段
と
な
っ
て
い
る
。
作
人
も
守
行
・
弘
真
・
野
依
二
郎
大
夫
の
三

人
は
一
致
す
る
も
の
の
、
行
則
と
尼
・
清
兼
は
そ
れ
ぞ
れ
一
方
の
注
文
に
し
か
現
れ
な
い
。

(
幻
)

納
め
る
所
領
・
荘
園
が
多
く
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
そ
の
収
納
シ
ス
テ
ム
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
「
進
レ
絹
と
申
輩
」
と

一
般
に
伊
勢
国
内
で
は
所
当
官
物
(
年
貢
)
を
絹
で

あ
る
の
は
、
絹
の
進
納
が
作
人
側
か
ら
の
要
請
で
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
事
情
を
物
語
っ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
「
召
絹
田
」
で
も
、
「
租
米
」

分
は
米
で
賦
課
さ
れ
て
い
る
。

残
る

(
C
)
の
「
所
当
田
」
は
少
な
く
、
面
積
で
七
段
大
で
あ
る
。
二
斗
代
の
一
段
を
含
み
、
「
官
物
」
二
石
二
斗
と
「
租
米
」
五
斗
六
升
を
負

担
す
る
。

一
方
、
「
田
畠
注
文
」
で
は
九
段
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
作
人
九
人
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
斗
代
も
五
斗
、
三
斗
五
升
、
三
斗
、
二

斗

一
斗
五
升
の
五
種
か
ら
な
り
、
よ
り
細
か
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら

(
B
)
と

(
C
)
は
、
収
取
の
う
え
で
は

(
A
)
の
給
田
と
区
別
さ
れ
て
お
り
、

(
泣
)

い
ず
れ
も
「
所
当
」
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

一
般
の
所
領
で
い
え
ば
、
所
当
官
物
(
年
貢
)
を
負
担
す
る
定
田
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
「
所
当
」
は
ど
こ
に
進
納
さ
れ
た
で
あ
ろ
う

か
。
所
在
地
が
神
郡
で
あ
る
の
で
、
想
定
さ
れ
る
の
は
神
宮
(
宮
司
)
か
、
こ
の
所
領
の
領
主
に
限
ら
れ
る
が
、
次
の
理
由
に
よ
り
、
後
者
で
あ

る
と
み
な
さ
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
も
し
、
「
所
当
」
が
神
宮
に
納
め
ら
れ
る
と
す
る
と
、
領
、
王
の
給
田
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
「
所
当
」

に
関
し
て
領
主
の
得
分
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
不
自
然
で
あ
る
。
第
二
に
、
給
田
を
与
え
ら
れ
て
い
る
侍
は
前
述
し
た
よ
う
に
、

領
主
の
侍
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
侍
に
「
所
当
」
が
免
除
さ
れ
る
給
田
を
付
与
で
き
る
の
は
、
領
主
が
「
所
当
」
を
取
得
し
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
鎌
倉
後
期
に
は
こ
の
所
領
は
法
常
住
院
が
年
貢
を
取
得
す
る
寺
領
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
権
限
は
先
述
し
た
ご
と

く
、
領
主
の
そ
れ
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
三
点
か
ら
、
こ
れ
ら
の
戸
田
の
「
所
当
」
は
こ
の
所
領
の
領
主
の
も
と
に



納
め
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
所
領
は
一
二
世
紀
末
に
は
神
宮
か
ら
「
所
当
」
を
免
除
さ
れ
て
、
不
輸
の
所
領
と
な
っ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
所
領
化
し
た
戸
(
戸
田
)
が
す
べ
て
不
輸
を
認
め
ら
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

寄
戸
と
任
職

神
三
郡
の
戸
や
戸
田
関
係
の
史
料
に
は
、
寄
戸
や
任
職
と
い
う
用
語
が
し
ば
し
ば
現
れ
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
用
語
の
意
味
す
る
内
容
を
確

定
し
た
い
。

ま
ず
寄
戸
か
ら
、
主
な
史
料
ご
と
に
検
討
し
よ
う
。
寄
戸
の
初
見
史
料
は
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
が
載
せ
る
永
承
六
年
(
一

O
五
二

月
二

O
日
の
内
宮
禰
宜
等
奏
状
で
あ
る
。

而
永
輔
朝
臣
、
身
者
乍
レ
居
京
都
-
、
放
一
一
幹
了
使
神
郡
神
戸

4

、
令
レ
阿
斗
責
神
民
社
一
寸
一
、
如
レ
路
レ
銀
、
如
レ
此
依
二
不
堪
之
勘
責
一
、
有
限

供
祭
物
重
以
悌
怠
、
就
中
禰
宜
内
人
等
、
正
戸
寄
戸
所
当
官
物
、
依
レ
例
収
納
、
令
レ
進
一
一
於
二
宮
一
、
升
合
無
レ
残
突
、
然
而
宮
司
義
任
、
即

兼
1
任
祭
主
目
代
之
職
一
、
以
一
一
件
正
戸
寄
戸
等
一
、
代
斗
宛
祭
主
給
物
等
一
也
、
供
祭
正
納
之
由
、
難
一
一
陳
訴
二
併
以
勘
返
、
況
乎
二
宮
常
供

節
供
料
田
業
、
及
禰
宜
内
人
分
給
神
田
、
併
号
一
祭
主
宮
司
名
田
・
、
恋
収
公
、
是
皆
至
一
一
子
官
物
上
分
一
者
、
備
斗
進
供
祭
一
之
先
例
也
、

こ
の
祭
主
永
輔
の
非
法
を
訴
え
た
奏
状
に
よ
れ
ば
、
禰
宜
・
内
人
ら
が
そ
の
正
戸
・
寄
戸
の
「
所
当
官
物
」
を
未
進
無
く
二
宮
に
納
め
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
祭
主
目
代
を
兼
任
し
て
い
る
宮
司
の
義
任
は
そ
れ
ら
の
正
戸
・
寄
戸
を
祭
主
の
給
物
に
あ
て
た
と
い
う
。
正
戸
は
「
彼
従
者

一
七
二
九
号
)
と
あ
り
、
自
ら
の
戸
の
こ
と
を
さ
す
の
で
、
そ
れ
と
の
対
比
で
、
寄
戸
は

等
、
是
正
戸
口
弁
故
親
母
口
口
也
」
(
『
平
安
遺
文
』

禰
宜
・
内
人
ら
に
何
ら
か
の
権
限
、
な
い
し
は
得
分
が
与
え
ら
れ
て
い
る
戸
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
「
寄
」
は
、
神
宮
側
が
寄
せ
る
と
い
う
意
で



あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
場
合
、
寄
戸
(
戸
田
)
に
課
せ
ら
れ
た
「
所
当
官
物
」
は
、
禰
宜
・
内
人
が
収
納
に
関
わ
り
、
正
一
戸
の
そ
れ
と
と
も
に
二
宮

の
供
祭
物
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
「
所
当
官
物
」
が
寄
戸
を
与
え
ら
れ
た
禰
宜
・
内
人
ら
に
免
除
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
二
宮
に
納
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
と
、
そ
の
収
納
に
彼
ら
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

次
に
と
り
あ
げ
る
の
は
、
「
皇
太
神
宮
年
中
行
事
』
で
あ
る
。
こ
の
年
中
行
事
で
は
、
寄
戸
は
六
月
の
月
次
祭
関
係
の
記
事
に
集
中
的
に
現
れ

る。

(
1
)
三
ヶ
度
由
貴
夜
陪
膳
役
、
瀧
祭
下
部
勤
也
、
饗
膳
ハ
、
六
月
十
二
月
度
ハ
丹
生
河
御
厨
勤
、
九
月
度
者
衣
平
御
厨
勤
也
、
荒
祭
瀧
祭

御
神
態
之
時
ノ
饗
膳
ハ
、
彼
宮
内
人
物
忌
等
請
寄
戸
勤
也
、

(
六
月
一
六
日
)

(
2
)
 
(
内
宮
御
祭
事
)
抑
年
中
三
度
御
祭
夜
饗
膳
ハ
、
職
掌
人
等
請
レ
労
寄
戸
等
勤
也
、

(
六
月
一
七
日
)

(
3
)
 
(
内
宮
御
祭
事
)
抑
今
夜
饗
膳
、
職
掌
人
等
請
寄
戸
役
也
、
又
酒
者
酒
殿
ノ
酒
也
、

(
六
月
一
七
日
)

(
4
)
 
(
荒
祭
宮
御
祭
事
)
至
一
記
J

正
権
神
主
玉
串
等
一
者
、
解
三
髪
木
綿
一
之
後
、
着
一
一
一
殿
一
、
正
員
禰
宜
ハ
南
座
北
向
、
次
玉
串
着
、
権
官

者
北
座
南
向
、
各
東
上
也
、
物
忌
父
等
西
妻
ニ
南
上
東
向
ニ
候
也
、
在
一
直
会
饗
膳
一
、
寄
戸
勤
也
、
陪
膳
役
、
彼
宮
(
荒
祭
宮
)
内
人
物

忌
父
等
也
、

(
六
月
一
八
日
)

(
5
)
早
旦
ニ
瀧
祭
御
神
態
次
第
、
(
中
略
)
其
後
各
着
一
一
一
殿
一
、
在
一
饗
膳
一
、
寄
戸
勤
也
、
正
員
禰
宜
弁
玉
串
大
内
入
者
南
座
ニ
向
レ
北
、
権
官
者

北
座
ニ
向
レ
南
、
各
以
レ
西
為
レ
上
也
、
委
不
レ
記
、

(
六
月
一
九
日
)

(
6
)
同
日
、
月
読
伊
佐
奈
岐
両
宮
御
神
態
次
第
、
(
中
略
)
其
後
解
二
髪
木
綿
一
、
着
一
一
一
殿
一
、
在
一
一
直
会
饗
膳
一
、
件
饗
膳
、
両
宮
内
人
物
忌
等
請
寄

戸
勤
也
、
陪
膳
、
着
=
衣
冠
-
内
人
物
忌
等
也
、

(
六
月
一
九
日
)

こ
れ
ら
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
内
宮
の
三
節
祭
や
別
宮
の
神
態
の
時
に
催
さ
れ
る
直
会
の
饗
膳
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宮
の
職
掌
人
に
与
え
ら
れ
て

い
た
寄
戸
が
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
寄
戸
が
「
職
掌
人
等
、
労
を
請
く
る
寄
戸
」
と
も
表
記
さ
れ
て
い
る
こ



四

と
で
あ
る
。
「
労
」
は
「
い
た
わ
り
」
と
読
ま
れ
る
が
、
職
務
の
功
労
を
ね
ぎ
ら
つ
て
与
え
ら
れ
る
給
付
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
寄
戸
は
、
そ

れ
を
与
え
ら
れ
た
職
掌
人
が
「
労
」
と
呼
ば
れ
る
給
付
を
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
る
戸
で
あ
っ
た
。
労
を
受
け
と
る
こ
と
の
で
き
る
戸
は
職
掌
人

か
ら
す
れ
ば
、
「
請
く
る
」
戸
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
寄
戸
は
「
請
戸
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
)
。
寄
戸
は
一
戸
を
寄
せ
る

(
与
え
る
)
神
宮
側
(
祭

主
・
宮
司
)

か
ら
み
た
表
現
で
あ
る
に
対
し
、
請
戸
は
そ
れ
を
受
け
る
側
で
あ
る
職
掌
人
ら
か
ら
捉
え
た
用
語
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
は
同
じ
も
の

を
き
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

最
後
に
、
年
紀
未
詳
八
月
二
八
日
付
の
散
位
大
中
臣
某
書
状
案
で
あ
る
。

(
端
宣
寓
童
日
)

「
口
宮
方
口
案
」

(
近
)

此
問
、
何
事
候
哉
、
不
口
口
口
、
抑
寄
戸
帳
口
日
被
一
一
書
上

A

候
欺
、
麻
績
郷
敢
石
部
恒
吉
戸
、
如
レ
元
官
符
権
禰
宜
清
綱
寄
戸
可
一
一
書
上
給
一

(

年

)

(

申

カ

)

(

留

候

)

候
、
去
口
外
宮
方
見
不
レ
出
、
雄
二
口
構
一
、
於
一
一
今
年
一
者
口
口
了
、
他
事
急
ミ
不
宣
謹
ニ
一
一
口
、

八
月
廿
八
日

散
位
大
中
臣
口
口
名

謹
ミ
上

内
官
長
殿

こ
の
書
状
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
寄
戸
帳
の
存
在
で
あ
る
。
そ
の
名
称
か
ら
し
て
、
こ
れ
は
寄
戸
を
書
き
あ
げ
た
帳
簿
で
あ
ろ
う
が
、
書
状
の

な
か
で
内
官
長
(
内
宮
一
禰
宜
)
に
対
し
て
そ
の
作
成
(
書
上
)
が
尋
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
戸
に
対
す
る
外
宮
方
の
扱
い
が
昨
年
と

今
年
で
は
異
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寄
戸
帳
は
も
と
も
と
、
内
・
外
宮
そ
れ
ぞ
れ
で
毎
年
作
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て

そ
れ
ら
は
神
郡
支
配
の
実
務
に
あ
た
っ
て
い
た
宮
司
に
提
出
さ
れ
、
宮
司
庁
の
調
所
で
保
管
さ
れ
た
。
弘
安
四
年
(
一
二
八
一
)

大
中
臣
定
世
下
文
に
は
、
「
司
中
調
所
目
代
惟
貞
出
対
祖
父
惟
憲
自
筆
建
仁
元
年
外
宮
寄
戸
帳
」
と
い
う
文
言
が
み
え
る
が
、
こ
の
点
を
裏
付
け

一
二
月
日
祭
主

る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
外
宮
と
そ
の
別
宮
の
職
掌
人
に
も
寄
戸
は
付
与
さ
れ
て
い
る
。



寄
戸
を
与
え
ら
れ
た
も
の
は
、
そ
こ
か
ら
労
料
を
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
の
寄
戸
(
戸
田
)
に
対
す
る
権
利
は
遅
く
と
も
一
二
世
紀

後
半
以
降
、

一
般
に
任
職
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
永
万
二
年
(
一
一
六
六
)

の
継
橋
郷
神
主
広
隣
戸
田
一
段
の
売
券
(
『
平
安
遺
文
』

三
三
九
一
号
)

で
は
、
但
書
と
し
て
「
但
件
戸
、
外
宮
大
内
人
度
会
国
一
房
請
見
不
輸
請
労
也
、
の
彼
職
内
壱
段
所
当
労
料
相
具
、
永
所
二
放
券
口

一
如
件
」
と
い
う
文
言
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
外
宮
大
内
人
度
会
国
房
は
こ
の
戸
か
ら
労
を
受
け
と
る

(
請
労
)
こ
と
が
で
き
る

が
、
そ
の
権
利
は
「
彼
職
」
と
職
で
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
売
券
の
当
該
箇
所
で
は
「
彼
職
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
建
久
七
年
(
一
一
九
六
)

八
月
五
日
の
多
米
重
真
処
分
状
写
(
『
鎌
倉
遺
文
』
八
六
O
号
)
に
は
、

戸
田
壱
段
川
一
段
抑
U
1
条
粟
丸
里
十
坪
内
一
一
コ
副
任
野
二
分
一
一
、

(
必
)

と
あ
り
、
「
労
を
請
く
る
」
権
利
が
「
任
職
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
寄
戸
に
対
し
て
労
を
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
る
権
利

(
円
相
)

が
任
職
と
表
現
さ
れ
て
い
た
と
み
な
し
て
よ
か
ろ
う
。

の
物
部
今
虫
戸
田
一

八
O
歩
の
売
買
に
際
し
て
は
、
次
第
の
証
文
と
と
も
に
「
当
時
補
者
権
禰
宜
清
職
神
主
任
職
、
彼
田
請
労
分
法
等
」
が
副
進
さ
れ
て
い
る
。
前

寄
戸
、
す
な
わ
ち
任
職
を
与
え
ら
れ
た
も
の
は
、
「
補
者
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
正
元
元
年
(
一
二
五
九
)

半
部
は
「
当
時
の
補
者
で
あ
る
権
禰
宜
清
職
神
主
の
任
職
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
「
補
者
」
が
任
職
を
与
え
ら
れ
て
い
る
人
物
を
さ
し
て
い
る

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
関
連
し
て
の
べ
て
お
く
と
、
後
半
部
の
「
彼
田
請
労
分
法
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
任
職
の
設
定
に
と
も
な
う
「
請
労
」
の

う
ち
、
売
却
さ
れ
た
戸
田
が
負
担
す
る
割
合
を
記
し
た
文
書
の
こ
と
で
あ
る
。
「
当
時
補
者
」
、
あ
る
い
は
「
件
於
二
任
職
一
者
、
補
者
死
欠
之
後

也
」
と
い
っ
た
表
現
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
補
者
は
死
亡
な
ど
に
よ
っ
て
交
替
し
た
。
「
内
官
符
権
禰
宜
故
行
忠
任
職
」
と
い
う
故
人
の
任
職
に

つ
い
て
、
「
替
名
字
可
一
一
尋
付
一
」
と
付
言
さ
れ
て
い
る
事
例
も
あ
る
。

任
職
が
あ
て
ら
れ
た
寄
戸
(
戸
田
)
に
は
、
補
者
に
付
随
す
る
特
別
の
負
担
が
と
も
な
う
場
合
も
あ
っ
た
。
天
福
二
年
(
一
二
三
四
)
正
月
二

O
日
の
度
会
広
光
処
分
状
(
『
鎌
倉
遺
文
』
四
六
O
三
号
)
に
は
、
そ
の
よ
う
な
戸
田
が
二
箇
所
み
ら
れ
る
。

一
五



一ムハ

壱
段
、
箕
曲
郷
磯
部
秋
丸
戸
副
一
一
高
宮
御
塩
焼
内
人
重
吉
任
職
-
、
即
可
レ
勤
御
塩
之
、

壱
段
伯
捌
拾
歩
、
箕
曲
郷
神
主
吉
氏
戸
内

百
八
十
歩
、
在
一
一
沼
木
郷
山
田
村
字
須
原
一
一
日
報
ぽ
師
、

ほ
か
の
事
例
で
は
任
職
を
あ
げ
る
だ
け
で
終
わ
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の
二
例
の
み
、
そ
の
後
に
塩
や
小
机
の
負
担
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
事
例
を
み
る
か
ぎ
り
、
こ
う
し
た
補
者
の
職
務
に
付
随
す
る
負
担
は
、
器
物
作
り
や
塩
焼
き
に
か
か
わ
る
職
掌
人
の
任
職
に
特
有
で
あ
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

任
職
は
職
と
表
示
さ
れ
る
以
上
、
戸
田
の
大
き
さ
に
応
じ
て
分
割
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
細
分
化
に
と
も
な
っ
て
、

一
つ
の
戸
内
に
複
数

の
補
者
の
任
職
が
あ
て
ら
れ
る
場
合
や
、

一
人
の
補
者
の
任
職
が
複
数
の
戸
に
わ
た
る
事
態
も
生
じ
て
い
る
。
前
述
し
た
度
会
広
光
処
分
状
に
よ

れ
ば
、
継
橋
郷
神
主
真
忠
戸
に
は
外
宮
大
内
人
行
春
と
権
禰
宜
番
検
大
内
人
延
賢
、
ま
た
箕
曲
郷
神
主
吉
氏
戸
に
は
高
官
御
箆
作
内
人
重
種
と
外

宮
掌
庭
胤
の
任
職
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
て
ら
れ
て
い
る

(表
3
参
照
)
。

一
段
や
一
八

O
歩
と
い
う
面
積
か
ら
し
で
も
、
補
者
は
こ
れ
ら
に
限
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
内
宮
掌
頼
憲
は
箕
曲
郷
神
主
徳
足
戸
以
下
の
四
つ
の
戸
に
、
ま
た
外
宮
大
内
人
行
春
は
継
橋
郷
神
主
真
忠
戸
を

は
じ
め
と
す
る
三
つ
の
戸
に
、
そ
れ
ぞ
れ
任
職
を
も
っ
て
い
る

(表
3
参
照
)
。
こ
う
し
た
任
職
の
入
り
組
み
ゃ
分
散
化
が
進
む
と
、
お
の
ず
か

ら
一
人
の
補
者
が
一
つ
の
戸
の
任
職
を
独
占
的
に
保
有
す
る
事
態
も
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
補
者
に
よ
る
支
配
の
弱

体
化
に
つ
な
が
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

先
に
二
宮
と
そ
の
別
宮
、
お
よ
び
内
宮
所
管
社
で
あ
る
瀧
祭
神
の
職
掌
人
に
寄
戸
が
与
え
ら
れ
て
い
た
と
の
べ
た
が
、
こ
こ
で
改
め
て
、
任
職

を
通
じ
て
寄
戸
が
付
与
さ
れ
る
範
囲
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
表
3
は
現
存
す
る
史
料
に
み
え
る
任
職
の
補
者
等
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま

ず
二
宮
で
あ
る
が
、
補
者
の
な
か
に
官
符
権
禰
宜
、
権
禰
宜
、
大
内
人
、
玉
串
大
内
人
、
番
検
大
内
入
、
宮
掌
(
大
内
人
)
と
い
っ
た
職
掌
の
名

が
み
え
る
。
こ
の
う
ち
権
禰
宜
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
で
は
二
例
あ
り
、
権
禰
宜
に
も
任
職
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
す
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表3 任職と補者

年紀 戸 名 戸田面積 宇宙 者 出典

(反 UJ，，)

永万 2(1166) 継橋郷神主広隣戸 1. 外宮大内人度会国房 H3391 
承安 2(1172) 買町戸 1.180 H3609 

文治 2(1186) 滋子戸 1姻 191 
建久 3(1192) 外宮官符権禰宜彦国神主 638 

3 外宮玉串大内人度会康家 639 
7 1. 860 
7 継橋郷徳足戸 1. 880 

9 二見乃石連徳子戸 2. 助則 1021 
寛喜 3(1231) 1 i因 外官符権禰宜彦国神主 4234 
天福 2(1234) 継橋郷神主真忠戸 1. 大内人行春 光明寺 I

イシ ィシ .180 権禰宜番検大内人延賢

ィシ 箕曲郷神主徳足戸 1. 内宮掌頼憲神主

イシ 継橋郷磯部富雄戸 1. 内大内人守安

イシ 箕曲郷磯部秋丸戸 1. 高宮御塩焼内人重吉
。 継橋郷神主影行戸 1. 番大内人清弘神主

ク 継橋郷磯部田次女戸 1. 番検大内人興光神主

ィシ 宇治郷物部親倫戸 1. 内宮掌頼憲神主

"-' 箕曲郷神主吉氏戸 .180 高宮御寵作内人末正

ぞか 手， 1. 外大内人行春

ィシ 田辺郷荒木田秋真戸 1. 内大内人

ク 飯高神戸品治春元戸 2. 内宮掌頼憲神主

イシ 長田郷秦十二月丸戸 1. 玉串大内人有頼神主

イシ 継橋郷神主影行戸 1. 番検大内人清弘神主

イシ 継橋郷神主助忠戸 1. 大内人行春

ィシ 月読宮御塩焼内入国光

ク 継橋郷神主影興戸 1. 内宮掌頼憲神主 光明寺 2

建長 7(1255) 箕曲郷神主徳足戸 1. 内宮掌頼憲神主 光明寺 3
ク 継橋郷磯部田次戸 1. 外番検興光

ィシ 継橋郷神主助忠戸 1. 外宮掌大内人庭胤神主

ィシ 箕曲郷神主吉氏戸 .180 高官御龍作内人重種

イシ 継橋郷神主真忠戸 .180 外番検大内人延賢神主

イシ 継橋郷神主景行戸 1. 外番検大内人希光
。 継橋郷神主兼平戸 1. 内官符権禰宜故行忠、

タ 宇治郷物部親倫戸 1. 内宮掌頼憲神主

ィシ 伊蘇郷坂合部清眉女戸 .180 月読宮御塩焼国久

イシ 箕曲郷神主徳、足戸 1. 外大内入国行
。 箕曲郷神主吉氏戸 1. 外宮掌庭胤神主

イシ 継橋郷神主景行戸 1. 外番検希光

手' 継橋郷神主兼平戸 1. 外大内人重延

正元 1(1259) 宇治郷物部広虫戸 .180 権禰宜清職神主 8376 

2 宇治郷物部口万自女戸 1. 権禰宜度会国俊 8475 

弘安4(1281) 継橋郷石部目次戸 1. 外番検興光神主 光明寺 4，5 

正安 3(1301) 箕曲郷尾野得治戸 1. 外宮権禰宜玉串大内人清光 20741 

嘉元 2(1304) 。 1. 玉串大内人清光 21816 

(未詳) 伊介里日置口口口 4.180 外宮口口口口 御塩殿 19
ィシ 伊介里日置利定 口官符親口

*出典のHは『平安遺文』の略、数字はその文書番号である。数字のみは『鎌倉遺文』の文書番号。

光明寺は光明寺古文書 (r日本塩業大系』史料編古代・中世(二))、御塩殿は御塩殿文書 (r三重県

史』資料編中世 1 (下))を指す。
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べ
て
の
権
禰
宜
に
給
付
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
未
詳
で
あ
る
。
表
で
は
大
内
人
ま
で
し
か
現
れ
な
い
が
、
別
宮
で
は
内
人
・
物
忌
に
与
え
ら
れ

て
い
る
以
上
、
二
宮
で
も
禰
宜
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
少
な
く
と
も
各
種
の
物
忌
・
小
内
人
以
上
の
職
掌
人
に
は
、
任
職
は
給
付
さ
れ
て
い
た
と

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
別
宮
で
は
内
宮
の
月
読
宮
と
外
宮
の
高
宮
の
名
が
み
え
、
塩
焼
内
人
や
龍
作
内
人
が
補
者
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
前

述
の

「
皇
太
神
宮
年
中
行
事
』

の
記
事
を
併
せ
考
え
る
と
、
少
な
く
と
も
内
宮
の
荒
祭
宮
・
月
読
宮
・
伊
佐
奈
岐
宮
と
瀧
祭
神
(
所
管
社
)
に
外

宮
の
高
官
を
加
え
た
、
四
つ
の
別
宮
と
一
所
管
社
の
内
人
・
物
忌
に
任
職
は
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

寄
戸
が
設
定
さ
れ
て
い
た
神
三
郡
で
は
、
そ
の
収
取
体
系
は
所
当
官
物
と
雑
事
(
雑
公
事
)
と
か
ら
な
っ
て
い
た
。
で
は
寄
戸
の
任
職
に
は
収

取
体
系
の
ど
の
部
分
が
あ
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
直
接
示
す
史
料
は
見
あ
た
ら
な
い
が
、
次
の
三
点
か
ら
雑
公
事
が
あ
て
ら
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
先
述
の
永
承
六
年
一
一
月
二

O
日
内
宮
禰
宜
等
奏
状
に
よ
れ
ば
、
寄
戸
の
「
所
当
官
物
」
は
正
戸
の
そ
れ

と
と
も
に
二
宮
に
進
め
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
寄
戸
の
「
所
当
官
物
」
は
、
寄
戸
を
与
え
ら
れ
て
い
た
禰
宜
・
内
人
ら
に
免
除
さ
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
所
当
官
物
、
な
い
し
は
そ
の
一
部
が
寄
戸
の
補
者
に
与
え
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
事
態
は
あ
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
第

二
に
、
二
宮
の
職
掌
人
に
付
与
さ
れ
て
い
た
寄
戸
が
、
彼
ら
に
対
し
て
「
年
中
三
度
御
祭
夜
饗
膳
」
を
勤
め
て
い
る
。
ま
た
任
職
の
あ
て
ら
れ

て
い
る
戸
田
が
、
塩
や
小
机
な
ど
補
者
に
付
随
す
る
特
別
の
負
担
を
負
っ
て
い
る
事
例
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
饗
膳
や
小

机
は
所
当
官
物
に
付
随
す
る
負
担
と
は
考
え
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
負
担
は
、
寄
戸
が
負
っ
て
い
た
日
常
的
な
雑
事
の
負
担
の
延
長
線

上
に
位
置
づ
け
て
は
じ
め
て
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
第
三
に
、
二
宮
の
神
官
・
職
掌
人
に
対
す
る
給
付
に
は
、
寄
戸
と
は
異
な
る
別
の
形

能
い
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
所
当
官
物
が
給
付
に
あ
て
ら
れ
る
神
田
で
あ
る
が
、
も
し
寄
戸
も
所
当
官
物
が
あ
て
ら
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
同
じ
タ
イ

プ
の
給
付
が
並
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
制
度
上
、
こ
う
し
た
あ
り
方
は
想
定
し
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。
確
定
で
き
な
い
も
の
の
、
以
上
の
三
点
か

ら
、
任
職
(
寄
戸
)
に
は
戸
田
の
雑
公
事
が
あ
て
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
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神
郡
の
再
編
成
と
寄
戸
|
む
す
び
に
か
え
て

一
O
世
紀
以
降
、
神
郡
の
寄
進
が
あ
い
つ
ぐ
な
か
、
神
三
郡
を
含
め
た
神
郡
で
は
郡
内
の
田
地
と
戸
の
再
編
成
が
行
わ
れ
た
。
最
後
に
神
郡
再

編
成
の
動
き
の
な
か
で
、
寄
戸
の
位
置
づ
け
を
考
え
て
み
た
い
。

再
編
成
の
内
容
は
神
宮
に
即
し
て
主
要
な
も
の
を
あ
げ
れ
ば
、
大
き
く

(
1
)
祭
記
料
田
と
神
官
・
職
掌
人
の
給
田
の
性
格
を
も
っ
神
田
の
拡

大、

(
2
)
供
祭
物
を
負
担
す
る
常
供
田
の
設
定
、

(
3
)
神
官
・
職
掌
人
の
給
付
に
充
て
ら
れ
る
寄
戸
制
の
創
設
、
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
順
を
追
っ
て
み
て
い
こ
う
。
ま
ず
神
田
か
ら
。
内
宮
の
儀
礼
を
初
め
て
記
し
た
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に
よ
れ
ば
、
神
田
は
、
御
膳

料
を
供
す
る
「
見
佃
御
田
」
、
神
馬
の
稼
に
充
て
る
「
板
立
御
馬
林
地
回
」
、
禰
宜
ら
に
給
さ
れ
る
「
禰
宜
内
人
等
給
」
が
あ
わ
せ
て
六
町
九
段
、

度
会
郡
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
九
世
紀
中
か
ら
そ
の
拡
大
が
図
ら
れ
て
お
り
、
「
延
喜
式
』
(
神
祇
四

伊
勢
太
神
宮
)

で
は
神
田
は
伊
勢

国
内
の
諸
郡
の
三
二
町
一
段
、
お
よ
び
大
和
国
宇
陀
郡
と
伊
賀
国
伊
賀
郡
の
各
二
町
を
あ
わ
せ
て
、
三
六
町
一
段
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
段
階
で

注
意
さ
れ
る
の
は
、
①
度
会
郡
の
神
田
(
五
町
四
段
)
が
引
き
つ
づ
き
「
太
神
宮
三
時
井
度
会
宮
朝
夕
之
御
僕
」
を
負
担
、
し
て
い
る
、
②
神
田
の

拡
大
が
伊
勢
国
内
、
と
く
に
神
戸
が
所
在
す
る
桑
名
・
鈴
鹿
・
安
濃
・
一
志
・
飯
高
の
五
郡
と
飯
野
郡
を
中
心
に
し
て
行
わ
れ
て
い
る
、
③
こ
の

拡
大
が
祭
記
料
田
を
新
た
に
設
定
す
る
形
を
と
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
、
の
三
点
で
あ
る
。

の
内
宮
諸
神
田
注
文
(
『
神
鳳
悦
』
所
収
)
は
そ
の
展
開
し
た
あ
り
方

を
示
し
て
い
る
。
参
考
ま
で
に
、
表
4
に
郡
ご
と
の
神
田
の
面
積
と
数
を
ま
と
め
た
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
次
の
四
点
で
あ
る
。

一
O
世
紀
以
降
も
神
田
の
増
加
は
続
く
が
、
建
久
四
年
(
一
一
九
一
二
)

ま
ず
第
一
に
、
「
二
宮
朝
夕
御
僕
」
を
負
担
す
る
団
地
が
こ
れ
ら
の
神
田
か
ら
除
か
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
常
供
田
の

九



郡別の神田

郡名 祭最E料回 昨.ftL日』 田 用途未詳

(1Iff)(以) (広) (Hlf) (J止) W<) (11If) 0正) (Jj.<) 

度 AZ3、f 2. 0 ( 1) 

グプ 止XプL l. 0 ( 1) 

飯 野 2. 0 ( 1) 

飯 王I司~ (未詳) ( 1) 

女.-L. 濃 33.2. 0+若干 (ll) 66.7.120+若干 (28) 43.5.180 ( 8) 

重 32.3.100 +若干(9) 42.4.0 +若干(15) 30.6. 0 ( 4) 一一
朝 明 5.4. 0 ( 3) l.6. 0 ( 2) 

貝 弁 l.0. 0 ( 1) 
ーーー四・圃ーーーーーー圃胃園田園園田ーーーーーー田帽 -・ーーーーーーーー--圃.自国・・ーーーーー骨骨骨ーーーーーーーーーーーーーーー ー四回開帽圃圃ーーーーー四ー，ーー圃ーーーーーーー・ー圃園圃ーーーーー四ーー・・ー ーーーーーー---圃ーーーーーーー--・回国ーーーーーー司開ー圃ーーーーーーー

d亡じと、 16.0. 0 (未詳)

奄 ヨτ仕ミ 2.0. 0 ( 2) 

河 曲 3.0. 0 ( 2) 27.0. 0 (未詳)

鈴 鹿

桑 名

表4

(1) r祭肥料田」に区分したのは、神事の料物を負担する神田と何々宮神田と記載されているも

の。「給田」は、何々労・何々衣根・子良神田とあるものo r用途未詳」は、それ以外の、用

途が特定できないものである。

(2)一つの神田が両方の用途を負担し、区別できない場合は、面積・神回数ともに両方に数えた。

(3) ( )内の数字は神回数である。

二
O

と
こ
ろ
で
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。
第
二
に
、
表
に
明
ら
か
な
よ

う
に
、
神
官
・
職
掌
人
の
職
務
に
対
す
る
俸
禄
(
労
)

や
衣
糠

(
衣
根
料
)
を
支
給
す
る
た
め
の
給
田
が
、
神
事
の
料
物
を
負
担
す

る
祭
杷
料
田
を
う
わ
ま
わ
り
、
神
田
の
な
か
で
大
き
な
比
重
を
占

め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

一
O
世
紀
以
降
の
神
田
の
拡
大
は
神

官
・
職
掌
人
に
対
す
る
給
田
の
大
幅
な
増
加
を
も
た
ら
し
、
そ
の

結
果
、
神
田
は
給
田
と
し
て
の
性
格
を
強
め
た
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
安
濃
・
三
重
両
郡
の
神
田
が

件
数
の
う
え
で
も
、
ま
た
面
積
の
う
え
で
も
卓
越
し
て
い
る
。
『
神

鳳
紗
』

の
伊
勢
諸
郡
に
お
け
る
神
領
を
列
挙
し
た
項
で
も
、
こ
の

二
郡
は
神
田
の
多
さ
で
は
他
郡
を
圧
倒
し
て
い
る
。
ま
た
安
濃
郡

に
は
外
宮
渡
神
田
・
高
官
神
田
や
外
宮
禰
宜
用
の
神
田
、
三
重
郡

に
も
外
宮
渡
神
田
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
両
郡
へ
の
神
田
の
集
中

は
内
宮
に
限
ら
れ
て
い
な
い
。
二
宮
を
問
わ
ず
、
新
た
な
神
田
の

(
国
)

設
定
が
こ
の
両
郡
を
中
心
に
し
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
第
四
に
、
こ
の
二
郡
の
神
宮
へ
の
寄
進
が
そ
れ
ぞ
れ

重
郡
が
応
和
二
年
(
九
六
二
)
、
安
濃
郡
が
天
禄
四
年
(
九
七
三
)

で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
神
田
の
拡
大
は
、
こ
れ
ら
の



神
郡
が
寄
進
さ
れ
た
一

O
世
紀
後
半
以
降
に
本
格
化
し
た
と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
一

O
世
紀
後
半
は
、
禰
宜
の
員
数
が
内
宮
で
は
一
員

(
町
)

か
ら
四
員
に
、
ま
た
外
宮
で
は
二
員
か
ら
五
員
へ
と
急
速
に
増
加
し
た
時
期
に
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
組
織
的
な
拡
充
に
対
応
し
て
、
こ

の
時
期
神
宮
も
そ
の
給
付
を
確
保
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
解
決
策
の
一
つ
が
新
た
な
神
田
の
設
定
で
あ
っ
た
。
た

だ
神
田
が
宮
司
・
祭
主
の
支
配
す
る
神
郡
に
設
け
ら
れ
る
以
上
、
そ
の
設
定
に
あ
た
っ
て
は
宮
司
・
祭
主
の
認
可
を
要
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
さ
ら
に
一
一
世
紀
に
は
い
っ
て
も
、
神
宮
は
神
田
の
加
増
を
求
め
て
お
り
、
長
暦
三
年
(
一

O
三
九
)
二
月
の
内
宮
の
二
二
ヶ
条
の
訴
状

に
は
「
以
東
以
西
神
田
可
レ
被
レ
寄
事
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
訴
状
で
は
「
禰
宜
内
人
給
分
神
田
官
物
、
同
氏
人
等
不
二
弁
済
一
事
」
も
と
り

あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
神
田
の
な
か
で
給
田
の
比
重
が
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
神
田
の
拡
大
は
、

一
方
で
特
殊
な
神
田
を
分
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
、
二
宮
の
朝
夕
の
御
僕
、
四
度
祭
と
諸
節
供
の
供

料
等
を
出
す
常
供
田
の
設
定
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
常
供
田
の
新
設
が
神
郡
の
再
編
成
の
二
つ
目
に
あ
た
る
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

(
回
)

供
祭
物
の
み
を
負
担
す
る
常
供
田
は
き
わ
め
て
神
聖
視
さ
れ
て
お
り
、
神
宮
の
直
轄
的
な
神
事
料
田
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
鎌
倉
初
期
に
編

纂
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
『
神
宮
雑
例
集
』
に
よ
れ
ば
、
総
供
回
数
は
五
九
町
三
段
二
一

O
歩
(
度
会
・
安
濃
の
両
郡
を
除
き
、
二
段
を
も
っ
て
供

田
一
段
と
な
る
の
で
、
実
数
は
一
一
一
一
町
一
段
一
二

O
歩
)

で
、
そ
の
内
訳
は
度
会
・
飯
高
両
郡
各
三
町
、
安
濃
郡
七
町
三

O
O
歩
、
三
重
郡
一

O
町
七
段
、
朝
明
郡
一
四
町
、
員
弁
郡
一
二
町
五
段
一
八

O
歩
と
な
る
。

二
宮
禰
宜
ら
に
よ
れ
ば
、
常
供
田
は
「
或
載
一
一
子
式
文
一
、
或
代
代
依
一
一

能
回
、
為
-
御
常
供
田
一
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
う
ち
「
式
文
に
載
せ
る
」
と
あ
る
の
は
、
『
延
喜
式
』

(
郡
カ
)

勅
願
一
、
被
レ
加
斗
進
神
部
一
之
当
初
、
祭
主
・
宮
司
差
レ
使
、
撰
一
一
部
内

で
「
太
神
宮
三
時
井
度
会
宮
朝

タ
之
御
僕
」
に
充
て
る
と
さ
れ
る
度
会
郡
の
神
田
五
町
四
段
を
さ
す
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
な
か
の
三
町
が
常
供
田
と
し
て
再
編
成
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。

一
方
、
度
会
郡
を
除
く
諸
郡
の
常
供
田
は
、
神
郡
が
新
た
に
寄
進
さ
れ
た
と
き
、
祭
主
・
宮
司
が
使
者
を
遣
わ
し
て
、
郡
内
の
能
田
を

選
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
常
供
田
の
名
は

『
延
喜
式
』
に
は
み
え
ず
、
天
暦
年
間
に
大
宮
司
で
あ
っ
た
大
中
臣
中
理
が
「
始
而
奉
レ
寄
一
一
御
常
供



田
三
町
一
、
在
一
一
員
弁
郡
一
」
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
併
せ
考
え
る
と
、
常
供
田
は
、
神
郡
寄
進
が
あ
い
つ
い
だ
一

O
世
紀
半
ば
以
降
、
特
殊

な
神
田
と
し
て
新
た
に
設
定
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
過
程
で
前
か
ら
御
僕
を
負
担
し
て
い
た
度
会
郡
の
神
田
も
編
成
替
え
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
ま
た
新
た
な
常
供
田
の
選
定
が
祭
主
・
宮
司
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
設
定
に
も
、
神
郡
を
管
轄
す

る
宮
司
と
祭
主
が
深
く
関
与
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

常
供
田
は
神
三
郡
で
は
度
会
郡
に
三
町
あ
る
の
み
で
、
多
気
・
飯
野
の
両
郡
に
は
み
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
一
方
で
一

O
世
紀
以
降
に
寄
進
さ
れ

た
神
郡
に
は
必
ず
設
け
ら
れ
て
お
り
、
員
弁
郡
の
一
二
町
五
段
余
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
面
積
も
大
き
い
。
常
供
田
は
、
新
た
に
寄
せ
ら
れ
た

郡
が
神
郡
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
す
る
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
常
供
田
は
純
然
た
る
祭
杷
用
途
を
負
担
す
る
点
か
ら
す
れ
ば
、

神
田
が
分
化
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
直
轄
的
な
神
事
料
田
が
確
保
さ
れ
た
こ
と
は
、
逆
に
神
田
が
神
官
・
職
掌
人
の
給
田
と
し

て
よ
り
自
由
に
展
開
す
る
こ
と
を
容
易
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

神
郡
の
再
編
成
の
三
つ
目
は
、
新
た
に
神
官
・
職
掌
人
に
対
す
る
給
付
と
し
て
戸
を
与
え
る
寄
戸
の
制
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
神
田
と

比
べ
た
な
ら
ば
、
そ
の
特
徴
は
大
き
く
次
の
四
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

(
1
)
も
と
も
と
戸
を
単
位
に
し
て
与
え
ら
れ
、
そ
の
負
担
す
る
雑
事
が
給
付
に
充
て
ら
れ
た
。

(
2
)
戸
内
の
戸
田
の
官
物
納
入
に
は
、
寄
戸
を
与
え
ら
れ
た
神
官
・
職
掌
人
が
関
与
し
て
い
た
。

(
3
)
基
本
的
に
は
神
官
・
職
掌
人
の
給
付
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

(
4
)
寄
戸
が
設
定
さ
れ
る
範
囲
は
、
神
三
郡
に
限
ら
れ
て
い
る
。

と
く
に

(
3
)

の
給
付
に
特
化
し
て
い
る
点
は
、
こ
の
制
度
が
神
官
・
職
掌
人
の
給
付
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
同
じ
給
付
で
あ
っ
て
も
寄
戸
の
場
合
、
展
開
し
た
段
階
に
お
い
て
は
神
田
と
異
な
り
、
特
定
の
職
掌
を
も
た
な
い
権
禰

宜
に
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
寄
戸
が
神
宮
内
部
で
処
理
さ
れ
る
私
的
色
彩
の
濃
い
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ



(
位
)

る
な
ら
ば
、
寄
戸
は
給
付
と
し
て
は
神
田
を
補
充
す
る
役
割
を
も
た
さ
れ
て
い
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

寄
戸
の
初
見
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

一
一
世
紀
中
葉
の
永
承
年
間
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
神
官
・
職
掌
人
の
給
付
と
し
て
神
田
を
補
う
も
の

で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
神
田
が
拡
充
さ
れ
る
一

O
世
紀
後
半
に
こ
の
制
度
も
導
入
さ
れ
始
め
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
一
一
世
紀

半
ば
に
は
朝
廷
へ
の
訴
状
に
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
制
度
的
な
定
着
を
み
る
よ
う
に
な
る
。

そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
も
不
明
な
点
が
多
い
が
、
最
も
大
き
な
変
化
は
、
遅
く
と
も
一
二
世
紀
後
半
ま
で
に
寄
戸
の
戸
田
に
任
職
が
設
定
さ

れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
戸
田
が
譲
与
・
売
却
な
ど
に
よ
り
分
割
さ
れ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
負
担
分
は
「
任
職
舟
二
分
こ
(
『
鎌
倉

遺
文
』
八
六
O
号
)
と
い
っ
た
分
数
で
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
負
担
の
確
定
は
容
易
に
な
る
。
ま
た
戸
を
単
位
と
す
る
場
合
に
比
べ
る
な
ら
ば
、

戸
内
の
戸
田
を
基
準
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
細
か
く
区
切
っ
て
給
付
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
当
然
、
そ
れ
ぞ
れ
の
給
分
は
細
分
化
さ

れ
、
給
付
を
う
け
る
対
象
も
広
げ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
な
ら
ば
、
任
職
の
設
定
と
戸
田
ご
と
の
給
付
は
、
よ
り
多
く
の
神

官
・
職
掌
人
に
充
て
る
た
め
に
と
ら
れ
た
措
置
で
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
後
に
、
神
郡
の
再
編
成
を
推
し
進
め
た
勢
力
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
、
禰
宜
を
代
表
と
す
る
神
官
・
職
掌
人
ら

の
台
頭
と
関
連
づ
け
て
こ
の
再
編
成
を
捉
え
て
お
り
、
彼
ら
こ
そ
そ
の
推
進
勢
力
で
あ
っ
た
と
み
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
祭
記
料
を
負
担

す
る
常
供
田
や
神
田
の
設
定
と
拡
大
に
、
神
宮
の
祭
記
を
日
常
的
に
担
っ
て
い
た
神
官
・
職
掌
人
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い

だ
ろ
う
。
ま
た
衣
根
等
に
充
て
ら
れ
る
神
田
の
拡
充
や
寄
戸
の
設
定
も
、
彼
ら
の
給
付
を
左
右
す
る
以
上
、
当
然
そ
の
利
害
が
強
く
反
映
し
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
禰
宜
ら
が
神
田
の
寄
進
を
要
求
し
て
い
る
事
例
も
み
ら
れ
た
。

し
か
し
神
郡
の
行
政
権
を
掌
握
し
て
い
た
の
は
宮
司
や
祭
主
で
あ
り
、
そ
の
許
可
な
し
に
は
禰
宜
ら
の
要
求
も
実
現
し
な
か
っ
た
。
新
た
な
神

郡
が
寄
進
さ
れ
た
際
、
郡
内
の
常
供
田
を
選
定
す
る
の
も
祭
主
・
宮
司
で
あ
り
、
内
・
外
宮
で
作
成
さ
れ
た
寄
戸
帳
も
宮
司
に
提
出
さ
れ
、
宮
司

一
一
世
紀
半
ば
に
は
、
神
郡
内
に
「
祭
主
宮
司
名
田
)
」
を
設
け
る
動
き
も
み
ら
れ
、
こ
れ
以
降
、

庁
の
調
所
で
保
管
さ
れ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、

一
一一一一



二
四

諸
郡
の
納
所
に
対
す
る
祭
主
の
掌
握
も
進
む
と
と
も
に
、
祭
主
に
よ
っ
て
郡
政
所
が
設
置
さ
れ
、
神
郡
支
配
の
強
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。
宮
司
の

給
付
に
充
て
ら
れ
る
神
田
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
祭
主
・
宮
司
も
神
郡
の
再
編
成
に
主
体
的
に

関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
一

一
世
紀
中
葉
以
降
は
、
宮
司
を
従
え
神
郡
支
配
を
掌
握
し
た
祭
主
が
支
配
の
強
化
を
図
り
、
神
郡
の
再

編
成
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
る
。
神
郡
の
行
政
権
を
握
っ
て
い
た
祭
主
・
宮
司
側
が
神
宮
・
職
掌
人
勢
力
の
要
求
を
組
み
込
み
な
が
ら
、
自
ら

の
支
配
の
維
持
・
強
化
を
図
り
つ
つ
、
主
体
的
に
神
郡
の
再
編
成
を
行
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

注(
1
)
『
神
宮
雑
例
集
』
(
神
道
大
系
神
宮
編
二
)
。

(
2
)
勝
山
清
次
「
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
祭
主
支
配
の
成
立
と
展
開
」
(
薗
田
香
融
氏

編
『
日
本
古
代
社
会
の
史
的
展
開
』
塙
書
房
、
一
九
九
九
年
)
。

(
3
)
棚
橋
光
男
氏
「
中
世
伊
勢
神
宮
領
の
形
成
」
(
『
中
世
成
立
期
の
法
と
国
家
』
塙

書
房
、
一
九
八
三
年
)
。

(
4
)
鈴
木
国
弘
氏
「
伊
勢
神
宮
と
神
戸
の
変
質
」
(
「
史
学
雑
誌
』
七
五
編
一
一
号
、

一
九
六
六
年
)
、
棚
橋
氏
前
掲
注

(
3
)
論
文
。
ま
た
西
垣
晴
次
氏
「
戸
田
の
成

立
」
(
『
史
潮
』
四
七
号
、
一
九
五
二
年
)
と
勝
又
喜
久
氏
「
中
世
に
お
け
る
神

宮
経
済
の
一
考
察
」
(
『
三
重
ー
そ
の
歴
史
と
交
流
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
九

年
)
も
参
照
。

(
5
)

一
般
に
戸
田
は
、
九
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
用
例
が
増
え
る
が
、
一

O
世
紀
以
降
は

国
栖
戸
・
陵
戸
や
神
戸
な
ど
、
特
殊
な
負
担
を
負
っ
て
い
る
た
め
、
掌
握
の
単

位
と
し
て
戸
が
維
持
さ
れ
や
す
か
っ
た
集
団
に
関
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
。
神
三
郡
で
も
一

O
世
紀
前
半
ま
で
は
、
「
百
姓
口
分
回
」
「
百
姓
口
八
刀
」
「
神

民
口
分
」
「
神
民
口
分
田
」
(
『
平
安
遺
文
」
一
二
三
二
、
二
三
四
、
二
三
五
、
四
五

六
O
号
)
と
い
っ
た
表
現
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
の
で
、
戸
田
の
用
法
が
広
が

る
の
は
早
く
と
も
一

O
世
紀
の
中
葉
か
ら
で
あ
ろ
う
。

(
6
)
久
安
六
年
五
月
七
日
大
中
臣
某
所
領
売
券
案
、
光
明
寺
古
文
書
巻
九
、
『
日
本

塩
業
大
系
』
史
料
編
古
代
・
中
世
会
乙
、
『
平
安
遺
文
』
二
七

O
三
号
、
天
福

二
年
正
月
二

O
日
度
会
広
光
処
分
状
、
光
明
寺
文
書
、
『
日
本
塩
業
大
系
』
史
料

編
古
代
・
中
世
(
二
)
、
『
鎌
倉
遺
文
」
四
六
O
三
号
。

(
7
)
泉
谷
康
夫
氏
「
戸
籍
制
度
の
崩
壊
過
程
」
(
『
律
令
制
度
崩
壊
過
程
の
研
究
』
鳴

鳳
社
、
一
九
七
二
年
)
。

(
8
)
久
安
六
年
五
月
七
日
大
中
臣
某
所
領
売
券
案
、
光
明
寺
古
文
書
巻
九
、
『
日
本

塩
業
大
系
』
史
料
編
古
代
・
中
世
つ
己
、
『
平
安
遺
文
』
二
七

O
三
号
。

(
9
)
常
吉
戸
の
場
合
、
年
月
日
未
詳
の
恒
吉
戸
授
田
注
文
写
(
『
鎌
倉
遺
文
』
二
二

八
三
三
号
)
に
は
「
戸
主
麻
績
吉
永
戸
、
今
住
敢
石
部
恒
吉
戸
」
と
あ
り
、
一

二
世
紀
前
半
、
戸
名
が
麻
績
吉
永
戸
か
ら
敢
石
部
恒
(
常
)
吉
戸
に
変
わ
る
が
、

そ
の
後
は
固
定
す
る
。

(
叩
)
「
飯
高
神
戸
品
治
春
元
戸
」
(
『
鎌
倉
遺
文
』
四
六

O
三
号
)
が
み
え
る
の
で
、



伊
勢
国
内
の
神
戸
で
は
戸
編
成
が
続
い
て
い
た
と
み
る
可
能
性
は
残
っ
て
い
る
。

(
日
)
神
三
郡
で
は
「
延
喜
班
田
之
時
」
(
『
平
安
遺
文
』
二
二
七
二
号
)
、
「
但
未
レ
勘
コ

申
延
喜
二
年
班
田
図
籍
之
」
(
『
平
安
遺
文
」
二
三
三
号
)
と
あ
る
よ
う
に
、
延

喜
二
年
(
九

O
二
)
に
班
田
が
実
施
さ
れ
た
が
、
こ
れ
が
最
後
の
班
田
と
な
っ

た。

(
ロ
)
神
三
郡
に
「
名
」
の
制
度
が
導
入
さ
れ
な
か
っ
た
要
因
と
し
て
は
、
次
の
二
点

を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
つ
は
、
延
喜
式
(
神
祇
四
伊
勢
太
神
宮
)
に

「
凡
三
神
郡
井
六
処
、
及
諸
国
神
戸
者
、
不
レ
出
斗
挙
正
税
一
」
と
あ
り
、
神
郡
に

お
い
て
正
税
出
挙
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
(
度
会
・
多
気
の
二
神
郡

に
お
け
る
正
税
出
挙
は
、
弘
仁
三
年
五
月
に
そ
れ
ま
で
の
禁
止
が
一
旦
解
除
さ

れ
る
が
、
弘
仁
七
年
二
一
月
一
二
日
官
符
に
よ
り
、
再
び
禁
じ
ら
れ
る
。
こ
れ

が
新
た
に
寄
進
さ
れ
た
飯
野
郡
に
も
適
応
さ
れ
、
延
喜
式
の
規
定
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
『
日
本
後
紀
」
弘
仁
三
年
五
月
辛
酉
条
、
『
類
来
三
代
格
』
)
。
「
名
」

の
制
度
は
正
税
出
挙
の
代
納
か
ら
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
正
税
出
挙

が
禁
止
さ
れ
て
い
た
神
三
郡
で
は
「
名
」
が
導
入
さ
れ
る
契
機
を
欠
い
て
い
た

こ
と
に
な
る
(
勝
山
清
次
「
収
取
体
系
の
転
換
」
、
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
第

6
巻
、
岩
波
書
庖
、
一
九
九
五
年
)
。
今
一
つ
は
、
神
三
郡
に
は
神
宮
の
祭
杷
に

奉
仕
す
る
神
官
・
職
掌
人
・
雑
色
人
が
多
数
居
住
し
て
い
た
う
え
に
、
郡
内
の

百
姓
ら
も
貢
納
と
奉
仕
を
通
じ
て
神
宮
の
神
事
体
系
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
た

こ
と
で
あ
る
(
熊
田
亮
介
氏
「
律
令
制
下
伊
勢
神
宮
の
経
済
的
基
盤
と
そ
の
特

質
」
関
晃
教
授
還
暦
記
念
会
編
『
関
晃
先
生
還
暦
記
念
日
本
古
代
史
研
究
』

古
川
弘
文
館
、
一
九
八

O
年
、
大
関
邦
男
氏
「
神
郡
に
つ
い
て
」
『
日
本
歴
史
』

四
七

O
号
、
一
九
八
七
年
)
。
こ
う
し
た
条
件
の
も
と
で
は
、
人
を
掌
握
す
る
シ

ス
テ
ム
で
あ
る
戸
の
制
度
は
建
前
と
し
て
放
棄
さ
れ
に
く
か
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
な
お
、
戸
田
と
と
も
に
、
治
田
が
収
税
単
位
で
あ
る
戸
に
包
摂
さ
れ

て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

(
日
)
光
明
寺
古
文
書
巻
一
七
、
『
平
安
遺
文
』
一
七
九
二
号
。

(
比
)
『
本
朝
世
紀
』
康
和
五
年
八
月
二
二
日
条
、
『
皇
太
神
宮
禰
宜
補
任
次
第
』
(
神

道
大
系
神
宮
編
五
)
荒
木
田
延
綱
の
項
。

(
日
)
『
太
神
宮
司
補
任
次
第
』
(
神
道
大
系
神
宮
編
四
)
。

(
日
)
保
安
二
年
間
五
月
二
六
日
大
国
荘
専
当
菅
原
武
道
解
、
東
寺
百
合
文
書
ウ
函
5
。

(
口
)
こ
の
「
領
戸
」
の
箇
所
は
、
神
道
大
系
の
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
」
(
中
田
氏
旧

蔵
本
、
神
宮
文
庫
所
蔵
一
門
九
九
六
号
を
底
本
と
す
る
)
で
は
「
順
戸
」
と
し
、

ま
た
群
書
類
従
本
(
神
宮
文
庫
所
蔵
一
門
七
七
六
九
号
)
で
は
「
頂
戸
」
と
な

っ
て
い
る
(
神
道
大
系
に
よ
る
)
。
し
か
し
い
ず
れ
も
類
例
が
な
い
う
え
に
、
意

味
も
通
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
黒
瀬
益
弘
の
奥
書
の
あ
る
写
本
(
神
宮
文
庫
所
蔵

一
門
九
八
六
号
)
に
「
領
イ
」
と
傍
注
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
従
っ
た
。

(
時
)
長
承
三
年
一
一
月
二
九
日
大
国
荘
専
当
藤
井
時
光
解
(
『
平
安
遺
文
』
二
三

O

七
号
)
で
は
、
「
戸
戸
給
主
等
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

(
四
)
元
永
元
年
一
一
月
三
日
僧
良
賢
夫
妻
連
署
処
分
状
案
(
徴
古
文
府
一
、
『
平
安

遺
文
』
四
九
七
四
号
)
が
そ
の
早
い
例
で
あ
る
。

(
却
)
作
手
に
つ
い
て
は
、
稲
垣
泰
彦
氏
「
律
令
制
的
土
地
制
度
の
解
体
」
(
『
日
本
中

世
社
会
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
、
初
出
は
一
九
七
三
年
)
を

参
照
。

(
幻
)
嘉
元
四
年
一
一
月
二
六
日
大
中
臣
公
益
避
状
案
、
光
明
寺
古
文
書
巻
一
七
、

『
日
本
塩
業
大
系
』
史
料
編
古
代
・
中
世
(
二
)
、
『
鎌
倉
遺
文
」
二
二
七
七
七
号
。

な
お
、
常
吉
戸
関
係
の
文
書
は
巻
一
七
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
こ
の

戸
に
関
し
て
引
用
す
る
文
書
は
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
、
こ
の
巻
に
収
め
ら
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

(
幻
)
回
数
注
文
は
「
任
二
御
下
知
旨
一
注
コ
進
之
一
」
と
い
う
文
言
で
始
ま
る
が
、
表
に

二
五



あ
る
よ
う
に
、
「
比
郡
」
の
戸
田
は
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
多
気
郡
の
戸
田

に
関
し
て
は
、
所
在
す
る
坪
と
田
積
で
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の

作
成
時
期
が
授
田
注
文
と
大
き
く
離
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。

(
お
)
久
安
六
年
五
月
七
日
大
中
臣
某
所
領
売
券
案
、
光
明
寺
古
文
書
巻
九
、
『
日
本

塩
業
大
系
』
史
料
編
古
代
・
中
世
合
己
、
『
平
安
遺
文
」
二
七
O
三
号
。

(
M
)
建
久
七
年
八
月
五
日
多
米
重
真
田
畠
処
分
状
写
、
光
明
寺
古
文
書
巻
二
七
、

『
日
本
塩
業
大
系
』
史
料
編
古
代
・
中
世
つ
乙
、
『
鎌
倉
遺
文
』
八
六

O
号。

(
お
)
所
領
と
し
て
の
戸
は
戸
田
の
み
か
ら
な
っ
て
い
な
い
。
実
際
に
は
治
田
や
畠
も

付
属
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
規
模
は
こ
れ
よ
り
も
大
き
く
な
る
。

(
お
)
多
気
郡
の
条
里
に
つ
い
て
は
、
谷
岡
武
雄
氏
「
飯
野
・
多
気
郡
の
条
里
制
」

(
弥
、
水
声
、
三
・
谷
岡
武
雄
氏
編
『
伊
勢
湾
岸
地
域
の
古
代
条
里
制
」
東
京
堂
出
版
、

一
九
七
九
年
)
を
参
照
。

(
幻
)
複
数
斗
代
制
に
つ
い
て
は
、
勝
山
清
次
「
国
街
領
に
お
け
る
官
物
体
系
の
変
化

を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
中
世
年
貢
制
成
立
史
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
九
五
年
、
初

出
は
一
九
八
五
年
)
を
参
照
。

(
お
)
雑
公
事
に
相
当
す
る
賦
課
と
し
て
、
「
宇
治
沼
木
両
郷
浪
人
雑
事
」
(
『
太
神
宮

諸
雑
事
記
』
長
暦
三
年
二
月
一
五
日
条
)
、
「
外
宮
仮
殿
御
選
宮
井
内
宮
御
修
理

料
色
ミ
用
途
物
」
な
ど
、
仮
殿
遷
宮
や
殿
舎
修
理
の
用
途
(
『
平
安
遺
文
」
二
一

六
八
、
二
二

O
六
号
)
、
「
二
十
年
一
度
御
選
宮
神
役
」
「
当
御
庄
是
神
三
郡
之
内
、

号
一
慰
所
、
強
依
F

宛
ゴ
負
巨
多
色
ミ
公
事
一
候
上
」
と
み
え
る
、
正
遷
宮
に
と
も

な
う
諸
用
途
(
『
平
安
遺
文
』
二
二
四
二
、
二
二
六
三
号
)
、
「
祭
主
門
並
役
」

「
在
家
所
レ
勤
色
色
神
役
」
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
在
家
役
(
『
鎌
倉
遺
文
』
四
四
、

五
七
八
号
)
が
知
ら
れ
る
が
、
種
類
や
賦
課
形
態
の
変
化
な
ど
は
未
詳
で
あ
る
。

(
却
)
こ
れ
ら
の
給
田
が
、
「
所
済
注
文
」
に
み
え
る
「
御
領
口
田
」
二
段
と
同
じ
も

の
を
さ
す
可
能
性
も
あ
る
が
、
面
積
で
一
段
の
違
い
が
あ
る
。

一一ムハ

(
却
)
「
田
畠
注
文
」
で
は
、
正
作
の
な
か
の
三
段
と
遠
高
以
下
に
与
え
ら
れ
る
五
段

と
を
あ
わ
せ
て
、
給
田
は
八
段
と
な
る
が
、
こ
の
面
積
は
「
所
済
注
文
」
の
給

田
六
段
と
二
段
を
合
わ
せ
た
数
に
一
致
す
る
口

(
担
)
網
野
善
彦
氏
「
百
姓
の
貨
担
①
年
貢
」
(
『
日
本
中
世
の
百
姓
と
職
能
民
』
平

凡
社
、
一
九
九
八
年
、
初
出
は
一
九
八
六
年
)
、
勝
山
清
次
「
受
領
貢
物
・
荘
園

年
貢
・
代
銭
納
」
(
『
ふ
び
と
』
四
五
号
、
一
九
九
三
一
年
)
。

{
租
}

(
辺
)
「
所
済
注
文
」
で
は
、
「
所
当
田
」
の
記
載
の
後
に
「
己
上
官
物
粗
米
等
弁
定
四

石
六
斗
」
と
あ
る
口
本
来
、
こ
の
部
分
に
は

(
B
)
と
(
C
)
に
賦
課
さ
れ
る
「
官

物
」
と
「
租
米
」
の
合
計
額
が
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
計
算
上
の
数
字
と

合
わ
な
い
。

(
お
)
寄
戸
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
煩
雑
に
な
る
の
で
、
一
々
先
行
学
説
と
の
違
い
を

注
記
し
な
い
が
、
ご
寛
恕
願
い
た
い
。

(
担
)
神
道
大
系
神
宮
編
一
。

(
お
)
ち
な
み
に
自
ら
の
屋
敷
は
「
正
家
」
と
呼
ば
れ
る
(
『
平
安
遺
文
」
一
七
二
九

口
す
)
。

(
お
)
神
道
大
系
神
宮
編
二
。

(
釘
)
「
職
掌
人
」
は
神
宮
の
様
々
な
職
掌
に
従
事
す
る
人
々
を
さ
す
総
称
で
あ
り
、

そ
の
範
囲
は
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
。
こ
の
『
年
中
行
事
」
で
は
指
し
示

す
範
聞
が
限
定
で
き
る
事
例
に
お
い
て
は
、
「
先
御
僕
、
次
別
宮
御
僕
、
次
禰
宜
、

権
禰
宜
、
玉
串
大
内
人
、
職
掌
人
等
也
」
(
正
月
元
日
、
朝
御
僕
供
進
井
次
第
神

事
供
奉
事
)
、
「
宮
司
神
主
諸
職
掌
人
等
ニ
至
マ
テ
」
(
二
月
鍬
山
伊
賀
利
神
事
)
、

「
次
正
権
神
主
玉
串
等
引
ゴ
率
件
色
ミ
職
掌
人
等
一
」
(
六
月
一
六
日
)
な
ど
、
必

ず
禰
宜
(
神
主
)
を
除
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
だ
「
職
掌

人
等
」
と
あ
る
場
合
で
も
、
少
な
く
と
も
禰
宜
は
入
っ
て
い
な
い
と
み
な
す
の

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。



(
お
)
延
慶
二
年
一
一
一
月
日
内
宮
月
読
宮
大
内
人
弘
清
労
料
請
取
状
写
(
『
鎌
倉
遺
文
』

二
三
八
五
四
号
)
に
は
「
し
は
た
の
神
田
内
宮
月
読
宮
い
た
は
り
料
米
二
升
」

と
あ
る
。

(
却
)
嘉
承
元
年
(
一
一

O
六
)
の
某
書
状
(
後
欠
)
(
光
明
寺
古
文
書
巻
二
二
、
『
日

本
塩
業
大
系
』
史
料
編
古
代
・
中
世
つ
己
、
「
平
安
遺
文
』
四
六
六
五
号
)
に
、

「
至
子
巳
被
レ
請
レ
戸
司
者
」
と
い
う
表
現
が
み
え
る
。
こ
れ
は
、
「
寄
戸
進
解
文
」

の
副
進
文
書
で
あ
る
申
文
の
な
か
に
記
さ
れ
て
い
た
「
成
生
戸
五
分
之
こ
に

つ
い
て
、
あ
る
人
物
が
す
で
に
そ
の
戸
を
「
請
け
て
い
る
」
と
い
っ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
ま
た
年
未
詳
権
宮
掌
佐
伯
近
重
(
カ
)
処
分
状
(
「
光
明
寺
古
文
書
』

巻
一
四
、
『
日
本
塩
業
大
系
』
史
料
編
古
代
・
中
世
会
二
)
に
は
、
「
一
戸
田
壱

段
半
、
新
家
忠
貞
戸
授
給
内
字
寺
窪
者
、
但
外
大
内
人
兼
永
請
戸
内
也
」
と
あ

る。

(
却
)
散
位
大
中
臣
書
状
案
外
二
十
六
通
、
『
日
本
塩
業
大
系
』
史
料
編
古
代
・
中
世

(
二
)
。
本
文
中
に
み
え
る
「
麻
績
郷
敢
石
部
恒
吉
戸
」
は
先
述
し
た
よ
う
に
、

天
永
四
年
(
一
一
二
三
に
大
中
臣
宣
孝
(
カ
)
か
ら
外
宮
権
禰
宜
度
会
季
晴

に
売
却
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
状
の
差
出
者
は
「
散
位
大
中
臣
」
と
な
っ
て
い

る
の
で
、
時
期
は
そ
れ
以
前
と
考
え
ら
れ
る
。
「
如
レ
元
官
符
権
禰
宜
清
綱
寄
戸

可
書
上
給
-
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
大
中
臣
氏
が
常
吉
戸

を
与
え
ら
れ
た
康
和
五
年
(
一
一

O
一
二
)
に
近
い
頃
で
あ
ろ
う
。

(
但
)
祭
主
下
文
井
御
教
書
共
十
七
通
、
『
日
本
塩
業
大
系
』
史
料
編
古
代
・
中
世

(一一)。

(
必
)
こ
こ
で
任
職
三
十
二
分
一
と
い
う
の
は
、
こ
の
戸
田
が
負
担
す
る
割
合
を
表
し

て
お
り
、
全
体
の
コ
一
十
二
分
一
が
こ
の
戸
田
の
負
担
す
る
「
請
労
」
だ
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。

(
必
)
史
料
は
限
ら
れ
る
が
、
戸
田
に
対
す
る
権
利
を
表
す
「
労
職
」
と
い
う
言
葉
も

み
え
る
。
た
と
え
ば
、
正
元
元
年
五
月
一
六
日
磯
部
則
清
戸
田
売
券
で
は
「
右

件
戸
田
者
、
(
中
略
)
敢
無
二
異
論
一
所
二
領
掌
来
一
也
、
随
即
於
一
労
職
一
者
、
任
二

副
得
証
文
一
、
付
レ
労
之
問
、
又
以
無
一
一
相
違
一
」
と
あ
り
、
労
を
受
け
る
権
利
が

「
労
職
」
と
表
さ
れ
て
い
る
(
『
鎌
倉
遺
文
』
八
三
七
六
号
)
。
こ
の
権
利
は
任
職

と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
正
元
二
年
二
月
一
一
日
磯
部
乙
子
戸
田
売
券
に
は

己
宇
治
郷
物
部
口
口
女
戸
授
給
内
一
町
円
リ
権
禰
宜
度
会
国
俊
労
職
共
」
と

あ
り
、
戸
田
の
売
却
に
際
し
て
、
任
職
と
同
じ
よ
う
な
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る

(
「
鎌
倉
遺
文
』
八
四
七
五
号
)
。
以
上
の
二
点
か
ら
し
て
、
「
労
職
」
は
任
職
の

別
の
表
現
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
永
万
二
年
四
月
二

O
日
権
禰
宜
度
会

某
戸
田
売
券
で
は
「
右
件
戸
労
職
、
先
祖
相
伝
私
領
也
」
と
あ
り
、
「
労
職
」
が

先
祖
相
伝
の
私
領
で
あ
る
か
の
よ
う
な
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
(
『
平
安
遺
文
』

三
三
九
一
号
)
。
し
か
し
こ
れ
は
表
現
の
不
備
か
ら
く
る
も
の
で
(
「
労
職
」
が

設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
)
、
私
領
と
な
っ
て
い
た
の
は

戸
(
継
橋
郷
神
主
広
隣
戸
)
の
方
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
口

(
必
)
正
元
元
年
五
月
一
六
日
磯
部
則
清
戸
田
売
券
、
徴
古
文
府
一
、
「
鎌
倉
遺
文
』

八
三
七
六
号
。

(
必
)
正
安
三
年
三
月
二
一
日
光
倫
任
料
請
取
状
と
嘉
元
二
年
四
月
日
度
会
晴
彦
・
尼

西
阿
連
署
施
入
状
写
(
『
鎌
倉
遺
文
』
二

O
七
四
一
、
二
一
八
一
六
号
)
に
よ
る

と
、
箕
曲
郷
尾
野
得
治
戸
一
段
は
外
宮
権
禰
宜
玉
串
大
内
人
清
光
の
「
請
戸
」

の
う
ち
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
任
職
に
関
し
て
、
清
光
は
「
当
時
補
者
」
と
表
現

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
前
者
の
請
取
状
に
み
え
る
「
労
主
」
と
い
う
の
も
、
「
補
者
」

の
こ
と
を
き
し
て
お
り
、
そ
の
異
名
で
あ
る
。

(
必
)
承
安
二
年
一

O
月
二
三
日
度
会
某
女
戸
田
売
券
案
写
、
光
明
寺
古
文
書
巻
二
二
、

『
日
本
塩
業
大
系
」
史
料
編
古
代
・
中
世
つ
乙
、
『
平
安
遺
文
』
三
六
O
九
号
。

(
訂
)
建
長
七
年
四
月
二

O
日
度
会
長
光
処
分
状
、
光
明
寺
文
書
、
「
日
本
塩
業
大
系
」

二
七



史
料
編
古
代
・
中
世
(
二
)
。

(
必
)
『
神
宮
諸
雑
事
記
』
、
神
道
大
系
神
宮
編
一
。

(
却
)
『
皇
太
神
宮
年
中
行
事
』
、
神
道
大
系
神
宮
編
二
。

(
印
)
天
福
二
年
正
月
二

O
日
度
会
広
光
処
分
状
、
光
明
寺
文
書
、
『
日
本
塩
業
大
系
』

史
料
編
古
代
・
中
世
つ
二
、
『
鎌
倉
遺
文
」
四
六

O
三
号
。

(
日
)
棚
橋
氏
前
掲
注

(
3
)
論
文
、
勝
又
氏
前
掲
注

(
4
)
論
文
。

(
位
)
神
道
大
系
神
宮
編
一
。

(
日
)
度
会
郡
内
の
五
町
四
段
を
除
き
、
い
ず
れ
も
「
依
一
一
当
土
佑
一
賃
租
、
充
一
一
供
祭
料
一
」

と
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
『
群
書
類
従
』
一
輯
、
『
神
宮
神
領
記
」
(
神
宮
古
典
籍
影
印
叢
刊
6
)
。

(
日
)
こ
の
神
田
注
文
か
ら
、
鎌
倉
初
期
に
お
け
る
二
宮
の
神
田
の
規
模
と
内
訳
を
知

ろ
う
と
し
た
場
合
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、

当
時
の
内
宮
禰
宜
は
七
員
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
四
禰
宜
労
ま
で
し
か

記
し
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
多
く
の
大
内
人
・
内
人
に
関
し
て
労
や
衣
根
の
記

載
が
な
い
こ
と
な
ど
、
こ
の
注
文
は
内
宮
の
神
田
の
全
体
を
表
し
て
い
な
い
と

み
ら
れ
る
。
(
こ
れ
は
、
建
久
三
年
の
神
領
注
文
〔
『
鎌
倉
遺
文
』
六
一
四
号
〕

で
「
掛
畏
二
所
太
神
宮
御
撰
間
事
、
顕
露
有
レ
恐
」
と
し
て
、
神
郡
内
の
御
厨
・

御
園
を
意
識
的
に
掲
載
し
な
か
っ
た
の
と
同
様
の
配
慮
が
働
い
て
い
た
た
め
と

考
え
ら
れ
る
)
。
第
二
に
、
外
宮
の
神
田
注
文
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
外
宮
の

あ
り
方
が
内
宮
と
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
『
神
鳳

妙
』
に
お
い
て
、
伊
勢
国
内
の
諸
郡
ご
と
に
御
厨
・
御
園
と
並
ん
で
記
さ
れ
て

い
る
神
田
の
記
載
を
参
考
に
す
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
不
備
も
あ
る
程
度
補
う

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
注
文
を
も
と
に
し
て
、
一

O

世
紀
以
降
に
お
け
る
神
田
拡
大
の
様
相
を
考
察
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。

(
日
)
『
神
鳳
紗
』
に
よ
れ
ば
、
安
濃
郡
に
は
ま
た
、
権
大
司
と
少
司
に
与
え
ら
れ
る

二
八

神
田
も
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
神
宮
の
祭
礼
に
奉
幣
使
と
し
て
派
遣
さ

れ
る
「
祭
主
井
四
姓
官
人
等
」
の
俸
禄
も
安
濃
郡
の
公
用
米
か
ら
支
給
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
な
か
に
は
鎌
倉
期
に
負
担
す
る
田
地
が
指
定
さ

れ
、
俸
禄
固
化
し
た
も
の
も
あ
っ
た
(
『
鎌
倉
遺
文
』
一
三
六
二

O
号
)
。
こ
の

よ
う
に
安
濃
郡
は
二
宮
ば
か
り
で
な
く
、
宮
司
や
奉
幣
使
の
給
付
も
負
担
し
て

お
り
、
神
宮
経
済
の
な
か
で
は
と
く
に
諸
給
付
を
支
給
す
る
役
割
を
与
え
ら
れ

て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

(
貯
)
『
二
宮
禰
宜
補
任
至
要
抄
』
(
神
道
大
系
神
宮
編
五
)
。

(
回
)
「
神
宮
諸
雑
事
記
』
(
神
道
大
系
神
宮
編
一
)
長
暦
三
年
二
月
一
五
日
条
。

(
印
)
棚
橋
氏
前
掲
注

(
3
)
論
文
。

(ω)
建
久
三
年
八
月
日
伊
勢
神
宮
神
領
注
文
、
神
宮
雑
書
(
『
神
宮
神
領
記
」
、
神
宮

古
典
籍
影
印
叢
刊
6
)
、
『
鎌
倉
遺
文
』
六
一
四
号
。

(
臼
)
『
太
神
宮
司
補
任
次
第
』
(
神
道
大
系
神
宮
編
四
)
大
中
臣
中
理
の
項
。

(
位
)
『
公
文
抄
』
(
『
公
文
筆
海
抄
』
)
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
権
禰
宜
の
補
任
状
に
は

「
宛
ゴ
行
衣
根
一
」
と
い
う
文
言
が
み
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
権
禰
宜
に
も
寄

戸
は
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
衣
根
」
は
寄
戸
か
ら
で
な
く
、

神
田
か
ら
給
付
さ
れ
る
も
の
を
き
し
て
い
る
。
寄
戸
は
各
種
の
補
任
状
に
み
え

る
「
衣
根
」
に
は
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
も
寄
戸
の
「
私
的
」
性
格

を
示
す
も
の
で
あ
る
。

(
臼
)
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
(
神
道
大
系
神
宮
編
一
)
永
承
六
年
一
一
月
二

O
日
内
宮

禰
宜
等
奏
状
。

(
似
)
神
郡
の
再
編
成
を
常
供
田
・
神
田
・
寄
戸
に
限
定
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
こ
う

し
た
祭
主
・
宮
司
側
の
主
体
的
な
動
き
を
見
え
に
く
く
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、

注
意
を
要
す
る
。


